
改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

「連結納税の開始等に伴う時価評価資産に関する届出書 
付表（時価評価資産の状況）」の記載要領 
 

１ この付表（時価評価資産の状況）は、平成 18 年改正前の法人税法（以下「旧法」といいます。）第 61 条の 11(連
結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は旧法第 61 条の 12(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)の
規定により、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに掲げる時価評価資産の種類、名称、所在する場所等を記載
して「連結納税の開始等に伴う時価評価資産に関する届出書」（以下「届出書」といいます。）に添付してください。
（注） この付表において記載する「時価評価資産」とは、固定資産、棚卸資産である土地等、有価証券、金銭債

権及び繰延資産で次に掲げるもの等以外のものをいいます(旧法令 122の 12①、旧法規 27の 13の２②三）。
① 前５年以内事業年度等において国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入などの規定の適
用を受けた減価償却資産 

② 売買目的有価証券 
③ 償還有価証券 
④ 帳簿価額が千万円に満たない資産 

(1) 連結納税の開始に伴い届出を行う場合 
連結子法人となる法人の最初連結親法人事業年度開始の日の前日の属する事業年度（以下「開始直前事業年

度」といいます。）終了の時の時価評価資産（旧法規 27 の 13 の２②） 
(2) 連結納税への加入に伴い届出を行う場合  

連結子法人となる法人の株式交換の時の時価評価資産（旧法規 27 の 13 の３） 
２ 各欄の記載要領 
(1) 「法人名等」欄は、連結子法人となる法人の名称を記載してください。 
(2) 「開始直前事業年度等」欄は、届出書が旧法第 61 条の 11 第１項第６号ロの規定により連結納税の開始に伴
い提出するものである場合には、開始直前事業年度を記載してください。 

     また、旧法第61条の12第１項第４号ロの規定により連結納税への加入に伴い提出するものである場合には、
株式交換の日の前日の属する事業年度を記載してください。 

(3) 「時価評価資産」の各欄は次により記載してください。 
イ 「種類」欄は、時価評価資産の種類（建物、土地、有価証券、金銭債権など）を記載してください。 
ロ 「名称」欄は、時価評価資産の名称（事務所、宅地、㈱○○（銘柄）、㈲○○（債務者名）など）を記載し
てください。 

    ハ 「帳簿価額」欄は、次に掲げる区分に応じそれぞれに掲げる時価評価資産の帳簿価額を記載してください。
     ａ 連結納税の開始に伴い届出を行う場合   
      時価評価資産の開始直前事業年度終了の時における帳簿価額 
     ｂ 連結納税への加入に伴い届出を行う場合  
      時価評価資産の株式交換の時における帳簿価額                 

（注） 「時価評価資産」の欄は、次表の区分に応じそれぞれに掲げる単位ごとに記載してください。  
区 分 単 位 
金 銭 債 権 一の債務者ごと 
建 物 一棟(区分所有である場合には、区分所有権)ごと 

機 械 及 び 装 置 
一の生産設備又は一台若しくは一基(通常一組又は一式をもって取
引の単位とされるものは、一組又は一式)ごと 

減
価
償
却
資
産 

そ の 他 の 
減 価 償 却 資 産 

「建物」又は「機械及び装置」に準じた区分 

土 地 等 
一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等はその一団の土
地等)ごと 

有 価 証 券 その銘柄の異なるごと 
そ の 他 の 資 産 通常の取引の単位を基準とした区分 

３ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法
律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は
氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 
○参考【届出書の提出法人等】 

区 分 提 出 法 人 
「連結親法人となる法人
又は連結親法人」欄に記
載する法人 

「加入する連結
子法人」欄に記載
する法人 

連 結 納 税 の 開 始 連結子法人となる法
人 連結親法人となる法人 記載不要 

株式交換の日の前日の属す
る事業年度が連結納税適用
なし 

連結子法人となる法
人 

連結親法人となる法人又
は連結親法人 記載不要 

株式交換の日の前
日の属する連結事
業年度において連
結親法人 

株式交換の日の前日
の属する連結事業年
度の連結親法人 

連結親法人となる法人又
は連結親法人 記載不要 

連

結

納

税

へ

の

加

入 

連
結
納
税
適
用
あ
り 

の
属
す
る
事
業
年
度
が 

株
式
交
換
の
日
の
前
日 

株式交換の日の前
日の属する連結事
業年度において連
結子法人 

株式交換の日の前日
の属する連結事業年
度の連結親法人 

連結親法人となる法人又
は連結親法人 

加入する連結子
法人 

 

「連結納税の開始等に伴う時価評価資産に関する届出書 
付表（時価評価資産の状況）」の記載要領 
 

１ この付表（時価評価資産の状況）は、平成 18 年改正前の法人税法（以下「旧法」といいます。）第 61 条の 11(連
結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は旧法第 61 条の 12(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)の
規定により、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに掲げる時価評価資産の種類、名称、所在する場所等を記載
して「連結納税の開始等に伴う時価評価資産に関する届出書」（以下「届出書」といいます。）に添付してください。
（注） この付表において記載する「時価評価資産」とは、固定資産、棚卸資産である土地等、有価証券、金銭債

権及び繰延資産で次に掲げるもの等以外のものをいいます(旧法令 122の 12①、旧法規 27の 13の２②三）。
① 前５年以内事業年度等において国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入などの規定の適
用を受けた減価償却資産 

② 売買目的有価証券 
③ 償還有価証券 
④ 帳簿価額が千万円に満たない資産 

(1) 連結納税の開始に伴い届出を行う場合 
連結子法人となる法人の最初連結親法人事業年度開始の日の前日の属する事業年度（以下「開始直前事業年
度」といいます。）終了の時の時価評価資産（旧法規 27 の 13 の２②） 

(2) 連結納税への加入に伴い届出を行う場合  
連結子法人となる法人の株式交換の時の時価評価資産（旧法規 27 の 13 の３） 

２ 各欄の記載要領 
(1) 「法人名」欄は、連結子法人となる法人の名称を記載してください。 
(2) 「開始直前事業年度等」欄は、届出書が旧法第 61 条の 11 第１項第６号ロの規定により連結納税の開始に伴
い提出するものである場合には、開始直前事業年度を記載してください。 

     また、旧法第61条の12第１項第４号ロの規定により連結納税への加入に伴い提出するものである場合には、
株式交換の日の前日の属する事業年度を記載してください。 

(3) 「時価評価資産」の各欄は次により記載してください。 
イ 「種類」欄は、時価評価資産の種類（建物、土地、有価証券、金銭債権など）を記載してください。 
ロ 「名称」欄は、時価評価資産の名称（事務所、宅地、㈱○○（銘柄）、㈲○○（債務者名）など）を記載し
てください。 

    ハ 「帳簿価額」欄は、次に掲げる区分に応じそれぞれに掲げる時価評価資産の帳簿価額を記載してください。
     ａ 連結納税の開始に伴い届出を行う場合   
      時価評価資産の開始直前事業年度終了の時における帳簿価額 
     ｂ 連結納税への加入に伴い届出を行う場合  
      時価評価資産の株式交換の時における帳簿価額                 

（注） 「時価評価資産」の欄は、次表の区分に応じそれぞれに掲げる単位ごとに記載してください。  
区 分 単 位 
金 銭 債 権 一の債務者ごと 
建 物 一棟(区分所有である場合には、区分所有権)ごと 

機 械 及 び 装 置 
一の生産設備又は一台若しくは一基(通常一組又は一式をもって取
引の単位とされるものは、一組又は一式)ごと 

減
価
償
却
資
産 

そ の 他 の 
減 価 償 却 資 産 

「建物」又は「機械及び装置」に準じた区分 

土 地 等 
一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等はその一団の土
地等)ごと 

有 価 証 券 その銘柄の異なるごと 
そ の 他 の 資 産 通常の取引の単位を基準とした区分 

（追 加） 
 
 
 
 

 
○参考【届出書の提出法人等】 

区 分 提 出 法 人 
「連結親法人となる法人
又は連結親法人」欄に記
載する法人 

「加入する連結
子法人」欄に記載
する法人 

連 結 納 税 の 開 始 連結子法人となる法
人 連結親法人となる法人 記載不要 

株式交換の日の前日の属す
る事業年度が連結納税適用
なし 

連結子法人となる法
人 

連結親法人となる法人又
は連結親法人 記載不要 

株式交換の日の前
日の属する連結事
業年度において連
結親法人 

株式交換の日の前日
の属する連結事業年
度の連結親法人 

連結親法人となる法人又
は連結親法人 記載不要 
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株式交換の日の前
日の属する連結事
業年度において連
結子法人 

株式交換の日の前日
の属する連結事業年
度の連結親法人 

連結親法人となる法人又
は連結親法人 

加入する連結子
法人 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
  （削 除） 

 

 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  源泉所得税の加算税賦課決定通知書及び納税告知書・領収証書 
 

１ 使用目的 

「源泉所得税の加算税賦課決定通知書及び納税告知書・領収証書」(FC G5PA2)(以下「通知書」という。)は、①所得

税法第 221 条の規定による源泉所得税の本税、②国税通則法第 67条に規定する不納付加算税、③同法第 68条第３項

に規定する重加算税の賦課決定を行った場合に､｢源泉所得税の加算税賦課決定通知書及び納税告知書（次葉)｣（以下

「通知書次葉」という｡)とともに、賦課決定した加算税額等を源泉徴収義務者に通知するために使用する。 

２ 出力対象 ～ ４ 出力順序 

（同 左） 

５ 出力要領 

(1) 出力様式 

本税、不納付加算税、重加算税の賦課決定を行ったものについて、その源泉徴収義務者の名称、賦課決定した

加算税額等を印字して、通知書の形式で一件別に出力する。 

なお、通知書は「領収控」及び「領収済通知書」との３枚複写により出力する。また、通知書次葉は通知書の

「合計額」の内訳を示す。 

(2) 主な出力項目の内容 

イ 通知書 

項 目 内 容 

標 題 及 び 主 文 

当該通知書が、強制徴収に係る本税のみの場合には標題の「加算税賦課決定通知書及び」

及び主文中の「右の『告知額計』欄の『重加算税』及び『不納付加算税』のとおり、加算

税の賦課決定をします｡｣に「＊｣(アスタリスク）を印字して抹消する。 

住所（所在地）及び

氏 名 （ 法 人 名 ） 

賦課決定通知を行う源泉徴収義務者の住所（最大 42文字）及び氏名（最大 30文字）を

印字する。この場合、住所又は氏名が最大印字文字数を超えるとき又は補完表示があると

きは、その項目は印字しない。 

なお、除外原因の入力(｢９｣(復活）を除く｡)がある場合も、この項目は印字しない。 

（追 加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追 加） 

（追 加）  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

源泉所得税の加算税賦課決定通知書及び納税告知書 
 

１ 使用目的 

「源泉所得税の加算税賦課決定通知書及び納税告知書」(FCC3PA6,FCG5PC2)(以下「通知書」という。)は、①所得税

法第 221 条の規定による源泉所得税の本税、②国税通則法第 67条に規定する不納付加算税、③同法第 68条第３項に

規定する重加算税の賦課決定を行った場合に､賦課決定した加算税額等を源泉徴収義務者に通知するために使用する。

２ 出力対象 ～ ４ 出力順序 

（省 略） 

５ 出力要領 

(1) 出力様式 

本税、不納付加算税、重加算税の賦課決定を行ったものについて、その源泉徴収義務者の名称、賦課決定した

加算税額等を印字して、通知書の形式で一件別に出力する。 

なお、通知書は上段部分に通知証、中段部分に「領収済通知書」、下段部分に「領収控兼払込取扱票」、「払込取

扱票」及び「領収証書兼払込金受領書」の構成により出力する。また、通知書裏面の上段部分には通知書の本税

等の内訳（以下「通知書裏面」という。）を印字する。 

(2) 主な出力項目の内容 

イ 通知書（共通部分） 

項 目 内 容 

標 題 
当該通知書が、強制徴収に係る本税のみの場合には標題の「加算税賦課決定通知書及び」

に「＊｣(アスタリスク）を印字して抹消する。 

住所（所在地）及び

氏 名 （ 法 人 名 ） 

賦課決定通知を行う源泉徴収義務者の住所（所在地）及び氏名（法人名）を印字する。

この場合、住所（所在地）又は氏名(法人名)が最大印字文字数を超えるとき又は補完表示

があるときは、半角カナにより印字する。 

また、半角カナが最大印字文字数を超えるとき又は補完表示があるときは、その項目は

印字しない。 

なお、各項目の最大文字数は次のとおりである。 

住所（所在地）：上段部分（通知書）       漢字 75文字、半角カナ150文字 

          中段部分（領収済通知書） 漢字 50文字、半角カナ100文字 

氏名（法人名）：上段部分（通知書）    漢字 45文字、半角カナ 90文字 

         中段部分（領収済通知書） 漢字 44文字、半角カナ 88文字 

                 下段部分（領収控兼払込取扱票） 

                      漢字 43文字、半角カナ 86文字 

                 下段部分（払込取扱票）  漢字 20文字、半角カナ 40文字 

                 下段部分（領収証書兼払込金受領証） 

                      漢字 43文字、半角カナ86文字 

※ 法人格で先頭が組織区分の場合は、改行される。 

税 目 「源泉所得税」を印字する。 

信 託 の 名 称 何も印字しない。 

納 期 等 の 区 分 賦課決定を行う年月分の（自）（至）を印字する 

徴 定 区 分 「告知」（３４）を印字する。 

法 定 納 期 限 「内訳は裏面のとおりです。」を印字する。 

納 期 限 国税通則法施行令第８条第１項の規定による納期限を印字する。 

本 税 

本税徴収を行う本税の合計額を印字する。したがって、法定納期限後に自主納付された

本税について加算税の賦課決定を行う場合には、加算税の算出の基礎となる本税額（通知

書裏面の「本税」欄に出力された（ ）書の金額）は印字しない。 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  項 目 内 容 
  

（追 加）  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

平成 年 月 日 
「特殊文書発送件名簿出力」又は「加算税賦課決定情報入力」の各画面から入力した施

行年月日を印字する。 

第 号 本税徴収決議書又は加算税賦課決定決議書の決議番号を印字する。 
  

（追 加）  

 

 

 

 

（追 加） 

  （追 加） 
 

  

年 度 所属する会計年度を印字する。 

税 務 署 名 及 び 

税 務 署 番 号 

この通知書を出力する税務署名及び税務署番号を印字する。 

（注）税務署番号は、管理事務提要様式編別表《局署番号等一覧表》の「日銀用コード」

欄参照。 

整 理 番 号 賦課決定通知を行う源泉徴収義務者の整理番号を印字する。 
  

 

（追 加） 

  （追 加） 

 

 

 

 

 

 
    

 

項 目 内 容 

重 加 算 税 賦課決定を行った重加算税の合計額を印字する。 

不 納 付 加 算 税 賦課決定を行った不納付加算税の合計額を印字する。 

告 知 額 計 賦課決定を行った本税、重加算税及び不納付加算税の合計額を印字する。 

延 滞 税 通知書裏面の「延滞税」欄に出力された金額の合計額を印字する。 

内 訳 説 明 

及 び 補 完 表 示 

（本税等の内訳は裏面のとおりです。）を印字する。 

また、住所（所在地）又は氏名（法人名）に印字されない箇所がある場合には、「＊」 

(アスタリスク）を印字する。 

主 文 

当該通知書が、強制徴収に係る本税のみの場合には、主文中の「上記の｢重加算税｣及び｢不

納付加算税｣のとおり、加算税の賦課決定をします｡｣に「＊｣(アスタリスク）を印字して抹

消する。 

また、加算税の賦課決定がある場合には、「重加算税」又は「不納付加算税」の有無に応

じて、該当しない部分を同様に抹消する。 

第 号 本税徴収決議書又は加算税賦課決定決議書の決議番号を印字する。 

平成 年 月 日 
「特殊文書発送件名簿出力」又は「加算税賦課決定情報入力」の各画面から入力した施

行年月日を印字する。 
  

（削 除）  
  

国 税 収 納 命 令 官 通知書を出力する税務署名及び出力時点における税務署長名を印字する。 

官 印 税務署長印を印字する。 

納 付 場 所 及 び 

不 服 申 立 て 

等 に つ い て 

納付場所及び教示文を印字する。 

ロ 領収済通知書 

項 目 内 容 

年 度 所属する会計年度を印字する。 

税 務 署 名 及 び 

税 務 署 番 号 

通知書を出力する税務署名及び税務署番号を印字する。 

（注）税務署番号は、管理事務提要様式編別表《局署番号等一覧表》の「日銀用コード」

欄参照。 

整 理 番 号 賦課決定通知を行う源泉徴収義務者の整理番号を印字する。 

合 計 額 賦課決定を行った本税、重加算税、不納付加算税及び延滞税の合計額を印字する。 

ハ 領収控兼払込取扱票等 

項 目 内 容 

コ ン ビ ニ エ ン ス 

ストア用バーコード 

合計額が 30万円以下の場合、コンビニエンスストア用のバーコードを印字する。 

また、合計額が 30 万円を超える場合は、「コンビニエンスストアでは納付できません。

金融機関又は当税務署で納付してください。」の注意書を印字する。 

収 納 代 行 コンビニエンス納付に係る収納代行業者名を印字する。 

コンビニ利用期限 コンビニエンス納付に係る利用期限を印字する。 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

  

本 税 

本税徴収を行う本税の合計額を印字する。したがって、法定納期限後に自主納付された

本税について加算税の賦課決定を行う場合には、加算税の算出の基礎となる本税額（通知

書次葉の「本税」欄に出力された（ ）書きの金額）は印字しない。 

重 加 算 税 賦課決定を行った重加算税の合計額を印字する。 

告

知

額

計 
不納付加算税 賦課決定を行った不納付加算税の合計額を印字する。 

延 滞 税 通知書次葉の「延滞税」欄に出力された金額の合計額を印字する。 

納 期 限 国税通則法施行令第８条第１項の規定による納期限を印字する。 

合 計 額 
「告知額計」及び「延滞税」の各欄の合計額を印字する。 

（注）本税徴収があるときは印字しない。 

ロ 通知書次葉 

項 目 内 容 
  
（同 左） 

 

（削 除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ 通知書裏面 

項 目 内 容 
  

（以下省略） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の記載要領等 
 
１ 源泉所得税の納期の特例の制度について 
(1) 源泉所得税の納期の特例の適用を受けることができるのは、給与等の支払を受ける人の人数が常時10人未満である
源泉徴収義務者です。 
（注） 「常時10人未満」というのは平常の状態において10人に満たないということであって、多忙な時期等にお

いて臨時に雇い入れた人があるような場合には、その人数を除いた人数が10人未満であることです。 
(2) (1)に該当する源泉徴収義務者がこの特例の適用を受けようとする場合には、所轄の税務署長に申請し、その承認を
受けなければなりません。 
（注） この申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がなければ、この申請書を提出し

た月の翌月末日に承認があったものとされ、その申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。 
（例） 申請書を提出した  （給与等）        （納期限） 

月が２月中の場合  ２月支給分     →  ３月 10日まで 
３月～６月支給分  →  ７月 10日まで 

(3) この特例が適用されるのは、次に掲げる源泉所得税に限られます。 
 したがって、この特例の承認を受けた源泉徴収義務者であっても、次に掲げる所得以外の所得について源泉徴収し
た所得税額は、通常の例により支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。 
イ 給与等及び退職手当等（非居住者に対して支払った給与等及び退職手当等を含みます｡）について源泉徴収した所
得税 
ロ 弁護士（外国法事務弁護士を含みます｡)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、
弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律
第２条第３項に規定する投資顧問業者、計理士、会計士補、企業診断員（企業経営の改善及び向上のための指導を
行う者を含みます｡）、測量士補、建築代理士（建築代理士以外の者で建築に関する申請若しくは届出の書類を作成
し、又はこれらの手続きを代理することを業とするものを含みます｡)、不動産鑑定士補、火災損害鑑定人若しくは
自動車等損害鑑定人（自動車又は建設機械に係る損害保険契約の保険事故に関して損害額の算定又はその損害額の
算定に係る調査を行うことを業とする者をいいます｡)又は技術士補（技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う
業務と同一の業務を行う者を含みます｡)に支払った報酬・料金について源泉徴収した所得税 

(4) この特例の承認を受けた場合には、次に掲げる期限までに源泉徴収した所得税を納付しなければなりません。 
（支給期間）         （納期限） 
１月～６月支給分  →    ７月10日まで 
７月～12月支給分  →    翌年１月10日まで 

(5) 納期の特例について承認を受けていた源泉徴収義務者については、給与等の支払を受ける人が常時10人以上となっ
た場合には、その旨を遅滞なく税務署長に届け出なければなりません。 

◎ 注意 
滞納や著しい納付遅延があるような源泉徴収義務者については、この特例の承認を受けられないことがあります。ま
た、この承認を受けても、滞納したり、納付遅延をしますと、この特例の承認を取り消されることがありますから、そ
のようなことがないよう特にご注意願います。 

２ 各欄の記載方法 
(1) 「名称｣､「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、申請者の名称、住所（居所）若しくは本店（主たる事務所）
の所在地及び代表者の氏名をそれぞれ記載してください。 
ただし、この申請の対象とする事務所等の所在地が申請者の住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地と異
なるときは、この申請の対象とする事務所等の所在地を記載してください。 

(2) 「申請の日前６か月間の各月末の給与の支払を受ける者の人員及び各月の支給金額」欄には、申請の日前６か月間
の各月末の人員と各月の給与の支給金額とを記入してください。 
この場合、臨時に雇い入れた人がいるときは、その人数を「支給人員」欄に、その支給金額を「支給額」欄にそれ
ぞれ外書きしてください。 

(3) 「１ 現に国税の滞納があり又は最近において著しい納付遅延の事実がある場合で、それがやむを得ない理由によ
るものであるときは、その理由の詳細」欄及び「２ 申請の日前１年以内に納期の特例の承認を取り消されたことが
ある場合には、その年月日」欄は、該当する場合に限り必要事項を記載してください。 

(4) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士等が署名押印してく
ださい。 

(5) 「※」欄は、記載しないでください。 
３ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関す
る法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受託者の法人名
又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の記載要領等 
 
１ 源泉所得税の納期の特例の制度について 
(1) 源泉所得税の納期の特例の適用を受けることができるのは、給与等の支払を受ける人の人数が常時10人未満である
源泉徴収義務者です。 
（注） 「常時10人未満」というのは平常の状態において10人に満たないということであって、多忙な時期等にお

いて臨時に雇い入れた人があるような場合には、その人数を除いた人数が 10人未満であることです。 
(2) (1)に該当する源泉徴収義務者がこの特例の適用を受けようとする場合には、所轄の税務署長に申請し、その承認を
受けなければなりません。 
（注） この申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がなければ、この申請書を提出し

た月の翌月末日に承認があったものとされ、その申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。 
（例） 申請書を提出した  （給与等）        （納期限） 

月が２月中の場合  ２月支給分     →  ３月 10日まで 
３月～６月支給分  →  ７月 10日まで 

(3) この特例が適用されるのは、次に掲げる源泉所得税に限られます。 
 したがって、この特例の承認を受けた源泉徴収義務者であっても、次に掲げる所得以外の所得について源泉徴収し
た所得税額は、通常の例により支払った月の翌月 10日までに納付しなければなりません。 
イ 給与等及び退職手当等（非居住者に対して支払った給与等及び退職手当等を含みます｡）について源泉徴収した所
得税 
ロ 弁護士（外国法事務弁護士を含みます｡)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、
弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律
第２条第３項に規定する投資顧問業者、計理士、会計士補、企業診断員（企業経営の改善及び向上のための指導を
行う者を含みます｡）、測量士補、建築代理士（建築代理士以外の者で建築に関する申請若しくは届出の書類を作成
し、又はこれらの手続きを代理することを業とするものを含みます｡)、不動産鑑定士補、火災損害鑑定人若しくは
自動車等損害鑑定人（自動車又は建設機械に係る損害保険契約の保険事故に関して損害額の算定又はその損害額の
算定に係る調査を行うことを業とする者をいいます｡)又は技術士補（技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う
業務と同一の業務を行う者を含みます｡)に支払った報酬・料金について源泉徴収した所得税 

(4) この特例の承認を受けた場合には、次に掲げる期限までに源泉徴収した所得税を納付しなければなりません。 
（支給期間）         （納期限） 
１月～６月支給分  →    ７月10日まで 
７月～12月支給分  →    翌年１月10日まで 

(5) 納期の特例について承認を受けていた源泉徴収義務者については、給与等の支払を受ける人が常時10人以上となっ
た場合には、その旨を遅滞なく税務署長に届け出なければなりません。 

◎ 注意 
滞納や著しい納付遅延があるような源泉徴収義務者については、この特例の承認を受けられないことがあります。ま
た、この承認を受けても、滞納したり、納付遅延をしますと、この特例の承認を取り消されることがありますから、そ
のようなことがないよう特にご注意願います。 

２ 各欄の記載方法 
(1) 「名称｣､「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、申請者の名称、住所（居所）若しくは本店（主たる事務所）
の所在地及び代表者の氏名をそれぞれ記載してください。 
ただし、この申請の対象とする事務所等の所在地が申請者の住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地と異
なるときは、この申請の対象とする事務所等の所在地を記載してください。 

(2) 「申請の日前６か月間の各月末の給与の支払を受ける者の人員及び各月の支給金額」欄には、申請の日前６か月間
の各月末の人員と各月の給与の支給金額とを記入してください。 
この場合、臨時に雇い入れた人がいるときは、その人数を「支給人員」欄に、その支給金額を「支給額」欄にそれ
ぞれ外書きしてください。 

(3) 「１ 現に国税の滞納があり又は最近において著しい納付遅延の事実がある場合で、それがやむを得ない理由によ
るものであるときは、その理由の詳細」欄及び「２ 申請の日前１年以内に納期の特例の承認を取り消されたことが
ある場合には、その年月日」欄は、該当する場合に限り必要事項を記載してください。 

(4) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士等が署名押印してく
ださい。 

(5) 「※」欄は、記載しないでください。 
（追 加）３ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関す
る法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受託者の法人名
又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

  

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 の記載要領等     
兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 

 
１ この申請書兼届出書は、所得税法第216条に規定する源泉所得税の納期の特例の適用を受けようとするとともに、その
申請が承認された場合に併せて租税特別措置法第 41 条の６第１項に規定する源泉所得税の納期限の特例の適用を受けよ
うとする場合に使用します。 
２ 源泉所得税の納期の特例の制度について 
(1) 源泉所得税の納期の特例の適用を受けることができるのは、給与等の支払を受ける人の人数が常時10人未満である
源泉徴収義務者です。 
（注） 「常時10人未満」というのは平常の状態において10人に満たないということであって、多忙な時期等におい

て臨時に雇い入れた人があるような場合には、その人数を除いた人数が10人未満であることです。 
(2) この申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がなければ、この申請書を提出した月の
翌月末日に承認があったものとされ、その申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。 
（例） 申請書を提出した月が２月中の場合、２月支給分の給与等は３月 10 日まで、３月から６月支給分の給与等は

７月10日までに納付することとなります。 
(3) この特例が適用されるのは、次に掲げる源泉所得税に限られます。 

したがって、この特例の承認を受けた源泉徴収義務者であっても、次に掲げる所得以外の所得について源泉徴収した
所得税額は、通常の例により支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。 
イ 給与等及び退職手当等（非居住者に対して支払った給与等及び退職手当等を含みます｡)について源泉徴収した所得税
ロ 弁護士（外国法事務弁護士を含みます｡)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁
理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第２
条第３項に規定する投資顧問業者、計理士、会計士補、企業診断員（企業経営の改善及び向上のための指導を行う者
を含みます｡)、測量士補、建築代理士（建築代理士以外の者で建築に関する申請若しくは届出の書類を作成し、又は
これらの手続きを代理することを業とする者を含みます｡)、不動産鑑定士補、火災損害鑑定人若しくは自動車等損害
鑑定人（自動車又は建設機械に係る損害保険契約の保険事故に関して損害額の算定又はその損害額の算定に係る調査
を行うことを業とする者をいいます｡)又は技術士補（技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務
を行う者を含みます｡)に支払った報酬・料金について源泉徴収した所得税 

(4) この特例の承認を受けた場合には、１月から６月支給分の給与等は７月10日まで、７月から12月支給分の給与等は
翌年の１月10日までに源泉徴収した所得税を納付しなければなりません。 

(5) 納期の特例について承認を受けていた源泉徴収義務者については、給与等の支払を受ける人が常時10人以上となっ
た場合には、その旨を遅滞なく税務署長に届け出なければなりません。 

◎ 注意 
滞納や著しい納付遅延があるような源泉徴収義務者については、この特例の承認を受けられないことがあります。ま
た、この承認を受けても、滞納したり、納付遅延をきたしますと、この特例の承認を取り消されることがありますから、
そのようなことがないよう特にご注意願います。 

３ 納期の特例適用者に係る納期限の特例の制度について 
納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者が、この届出書をその年の12月20日までに提出した場合は、その届出
をした年以後の各年の７月から12月までの間に源泉徴収した所得税の納期限は、翌年１月20日となります。 
（例） 申請日が12月15日の場合、その年の７月から12月までの間に源泉徴収した所得税の納期限は、翌年の１月20

日となります。 
◎ 注意 
 この届出書を提出した日の属する年以後の各年において、次のいずれかに該当する事実がある場合には、この納期限
の特例の適用はなく、その年の７月から12月までの間に源泉徴収した所得税の納期限は、翌年１月10日となりますの
でご注意願います。 
① その年の12月31日において源泉所得税の滞納があること。 
② その年の７月から12月までの間に源泉徴収した所得税を翌年１月20日までに納付しなかったこと。 
４ 各欄の記載方法 
(1) 「名称｣､「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、申請（届出）者の名称、住所（居所）若しくは本店（主たる事
務所）の所在地及び代表者の氏名をそれぞれ記載してください。 
ただし、この申請（届出）の対象とする事務所等の所在地が申請（届出）者の住所（居所）又は本店（主たる事務所）
の所在地と異なるときは、この申請（届出）の対象とする事務所等の所在地を記載してください。 

(2) 「申請の日前６か月間の各月末の給与の支払を受ける者の人員及び各月の支給金額」欄には、申請の日前６か月間の
各月末の人員と各月の給与の支給金額とを記入してください。 
この場合、臨時に雇い入れた人がいるときは、その人数を「支給人員」欄に、その支給金額を「支給額」欄にそれぞ
れ外書きしてください。 

(3) 「１ 現に国税の滞納があり又は最近において著しい納付遅延の事実がある場合で、それがやむを得ない理由による
ものであるときは、その理由の詳細」欄及び「２ 申請の日前１年以内に納期の特例の承認を取り消されたことがある
場合には、その年月日」欄は、該当する場合に限り必要事項を記載してください。 
(4) 「税理士署名押印」欄は、この申請（届出）書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士等が署名押印
してください。 
(5) 「※」欄は、記載しないでください。 
５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に基づ
き税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法
人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 の記載要領等     
兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 

 
１ この申請書兼届出書は、所得税法第216条に規定する源泉所得税の納期の特例の適用を受けようとするとともに、その
申請が承認された場合に併せて租税特別措置法第 41 条の６第１項に規定する源泉所得税の納期限の特例の適用を受けよ
うとする場合に使用します。 
２ 源泉所得税の納期の特例の制度について 
(1) 源泉所得税の納期の特例の適用を受けることができるのは、給与等の支払を受ける人の人数が常時10人未満である
源泉徴収義務者です。 
（注） 「常時10人未満」というのは平常の状態において10人に満たないということであって、多忙な時期等におい

て臨時に雇い入れた人があるような場合には、その人数を除いた人数が10人未満であることです。 
(2) この申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がなければ、この申請書を提出した月の
翌月末日に承認があったものとされ、その申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。 
（例） 申請書を提出した月が２月中の場合、２月支給分の給与等は３月 10 日まで、３月から６月支給分の給与等は

７月10日までに納付することとなります。 
(3) この特例が適用されるのは、次に掲げる源泉所得税に限られます。 

したがって、この特例の承認を受けた源泉徴収義務者であっても、次に掲げる所得以外の所得について源泉徴収した
所得税額は、通常の例により支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。 
イ 給与等及び退職手当等（非居住者に対して支払った給与等及び退職手当等を含みます｡)について源泉徴収した所得税
ロ 弁護士（外国法事務弁護士を含みます｡)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁
理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第２
条第３項に規定する投資顧問業者、計理士、会計士補、企業診断員（企業経営の改善及び向上のための指導を行う者
を含みます｡)、測量士補、建築代理士（建築代理士以外の者で建築に関する申請若しくは届出の書類を作成し、又は
これらの手続きを代理することを業とする者を含みます｡)、不動産鑑定士補、火災損害鑑定人若しくは自動車等損害
鑑定人（自動車又は建設機械に係る損害保険契約の保険事故に関して損害額の算定又はその損害額の算定に係る調査
を行うことを業とする者をいいます｡)又は技術士補（技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務
を行う者を含みます｡)に支払った報酬・料金について源泉徴収した所得税 

(4) この特例の承認を受けた場合には、１月から６月支給分の給与等は７月10日まで、７月から12月支給分の給与等は
翌年の１月10日までに源泉徴収した所得税を納付しなければなりません。 

(5) 納期の特例について承認を受けていた源泉徴収義務者については、給与等の支払を受ける人が常時10人以上となっ
た場合には、その旨を遅滞なく税務署長に届け出なければなりません。 

◎ 注意 
滞納や著しい納付遅延があるような源泉徴収義務者については、この特例の承認を受けられないことがあります。ま
た、この承認を受けても、滞納したり、納付遅延をきたしますと、この特例の承認を取り消されることがありますから、
そのようなことがないよう特にご注意願います。 

３ 納期の特例適用者に係る納期限の特例の制度について 
納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者が、この届出書をその年の12月20日までに提出した場合は、その届出
をした年以後の各年の７月から12月までの間に源泉徴収した所得税の納期限は、翌年１月20日となります。 
（例） 申請日が12月15日の場合、その年の７月から12月までの間に源泉徴収した所得税の納期限は、翌年の１月20

日となります。 
◎ 注意 
 この届出書を提出した日の属する年以後の各年において、次のいずれかに該当する事実がある場合には、この納期限
の特例の適用はなく、その年の７月から12月までの間に源泉徴収した所得税の納期限は、翌年１月10日となりますの
でご注意願います。 
① その年の12月31日において源泉所得税の滞納があること。 
② その年の７月から12月までの間に源泉徴収した所得税を翌年１月20日までに納付しなかったこと。 
４ 各欄の記載方法 
(1) 「名称｣､「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、申請（届出）者の名称、住所（居所）若しくは本店（主たる事
務所）の所在地及び代表者の氏名をそれぞれ記載してください。 
ただし、この申請（届出）の対象とする事務所等の所在地が申請（届出）者の住所（居所）又は本店（主たる事務所）
の所在地と異なるときは、この申請（届出）の対象とする事務所等の所在地を記載してください。 

(2) 「申請の日前６か月間の各月末の給与の支払を受ける者の人員及び各月の支給金額」欄には、申請の日前６か月間の
各月末の人員と各月の給与の支給金額とを記入してください。 
この場合、臨時に雇い入れた人がいるときは、その人数を「支給人員」欄に、その支給金額を「支給額」欄にそれぞ
れ外書きしてください。 

(3) 「１ 現に国税の滞納があり又は最近において著しい納付遅延の事実がある場合で、それがやむを得ない理由による
ものであるときは、その理由の詳細」欄及び「２ 申請の日前１年以内に納期の特例の承認を取り消されたことがある
場合には、その年月日」欄は、該当する場合に限り必要事項を記載してください。 
(4) 「税理士署名押印」欄は、この申請（届出）書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士等が署名押印
してください。 
(5) 「※」欄は、記載しないでください。 
（追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
源泉所得税の納期の特例申請の承認通知書 

 

１ 使用目的 

「源泉所得税の納期の特例申請の承認通知書｣(FC B7PB1)は、納期の特例の承認申請を承認（みなし承認を除く｡)

する場合に、当該源泉徴収義務者にその旨を通知するために使用する。 

なお、この通知書は正副２枚出力するので、正本（１枚目）は源泉徴収義務者送付用として、副本（２枚目）は税

務署用控えとして使用する。 

２ 出力対象 

「納特決裁結果等入力」画面から「納期特例区分」欄を「１ 承認」とし､｢決裁年月日｣(みなし承認年月日が表示

されている｡)の変更入力及び「発送日付｣(承認日）の入力を行ったものを対象として出力する。 

（注）この通知書は、上記入力を行うことにより､｢処理結果リスト（納特)｣とともに自動的に作成される。 

３ 出力時期 

納期の特例の承認申請について、承認する旨の通知を行う場合に出力する。 

４ 出力要領 

(1) 出力様式 

納期の特例の承認申請を承認する源泉徴収義務者ごとに、住所、氏名等を印字して通知書の形式で１件別に、

正本（通知用）と副本（署控用）との２枚出力する。 

(2) 主な出力項目の内容 

項 目 内 容 

通 知 年 月 日 「納特決裁結果等入力」画面から入力した発送日付を印字する。 

問 い 合 わ せ 番 号 源泉徴収義務者の整理番号を印字する。 

（ 連 絡 先 ） 
連絡先がある場合に、その連絡先の住所を副本の「あて名」欄の右欄外に印字する。 

また、連絡先がない場合は､｢連絡先住所はありません」と表示する。 

提 出 年 月 日 
「申請書等入力」画面から入力した「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

の提出年月日を印字する。 

補 完 表 示 

あて名の補完が必要な者については、通知書の右下に、正本には「＊」と、また、副本

には「補完有」と表示する。この場合､｢あて名」欄に住所及び氏名を印字しないので、補

完記入する。 

５ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「氏名または名称」の欄には、受託者の法人

名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 
 

  

 
源泉所得税の納期の特例申請の承認通知書 

 

１ 使用目的 

「源泉所得税の納期の特例申請の承認通知書｣(FC B7PB1)は、納期の特例の承認申請を承認（みなし承認を除く｡)

する場合に、当該源泉徴収義務者にその旨を通知するために使用する。 

なお、この通知書は正副２枚出力するので、正本（１枚目）は源泉徴収義務者送付用として、副本（２枚目）は税

務署用控えとして使用する。 

２ 出力対象 

「納特決裁結果等入力」画面から「納期特例区分」欄を「１ 承認」とし､｢決裁年月日｣(みなし承認年月日が表示

されている｡)の変更入力及び「発送日付｣(承認日）の入力を行ったものを対象として出力する。 

（注）この通知書は、上記入力を行うことにより､｢処理結果リスト（納特)｣とともに自動的に作成される。 

３ 出力時期 

納期の特例の承認申請について、承認する旨の通知を行う場合に出力する。 

４ 出力要領 

(1) 出力様式 

納期の特例の承認申請を承認する源泉徴収義務者ごとに、住所、氏名等を印字して通知書の形式で１件別に、

正本（通知用）と副本（署控用）との２枚出力する。 

(2) 主な出力項目の内容 

項 目 内 容 

通 知 年 月 日 「納特決裁結果等入力」画面から入力した発送日付を印字する。 

問 い 合 わ せ 番 号 源泉徴収義務者の整理番号を印字する。 

（ 連 絡 先 ） 
連絡先がある場合に、その連絡先の住所を副本の「あて名」欄の右欄外に印字する。 

また、連絡先がない場合は､｢連絡先住所はありません」と表示する。 

提 出 年 月 日 
「申請書等入力」画面から入力した「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

の提出年月日を印字する。 

補 完 表 示 

あて名の補完が必要な者については、通知書の右下に、正本には「＊」と、また、副本

には「補完有」と表示する。この場合､｢あて名」欄に住所及び氏名を印字しないので、補

完記入する。 

（追 加） 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は

氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 
 

  



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
源泉所得税の納期の特例申請の却下通知書 

 

１ 使用目的 

「源泉所得税の納期の特例申請の却下通知書｣(FC B7PB2）は、納期の特例の承認申請を却下する場合に、当該源泉

徴収義務者にその旨を通知するために使用する。 

なお、この通知書は正副２枚出力するので、正本（１枚目）は源泉徴収義務者送付用として、副本（２枚目）は税

務署用控えとして使用する。 

２ 出力対象 

「納特決裁結果等入力」画面から「納期特例区分」欄を「２ 却下」とし､｢決裁年月日」及び「発送日付」を入力

したものを対象として出力する。 

（注）この通知書は、上記入力を行うことにより､｢処理結果リスト（納特)｣とともに自動的に作成される。 

３ 出力時期 

納期の特例の承認申請について、却下する旨の通知を行う場合に出力する。 

４ 出力要領 

(1) 出力様式 

納期の特例の承認申請を却下する源泉徴収義務者ごとに、住所、氏名等を印字して通知書の形式で１件別に、正

本（通知用）と副本（署控用）との２枚出力する。 

(2) 主な出力項目の内容 

項 目 内 容 

通 知 年 月 日 「納特決裁結果等入力」画面から入力した発送日付を印字する。 

問 い 合 わ せ 番 号 源泉徴収義務者の整理番号を印字する。 

（ 連 絡 先 ） 
連絡先がある場合に、その連絡先の住所を副本の「あて名」欄の右欄外に印字する。 

また、連絡先がない場合は､｢連絡先住所はありません」と表示する。 

提 出 年 月 日 
「申請書等入力」画面から入力した「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

の提出年月日を印字する。 

教 示 

 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を印字する。 

また、「･･･（提出先は      ）･･･」の空白部分には、当該税務署の管轄区域を

管轄する国税不服審判所の支部の首席国税審判官名を印字する。 

補 完 表 示 

あて名の補完が必要な者については、通知書の右下に、正本には「＊」と、また、副本

には「補完有」と表示する。この場合､｢あて名」欄に住所及び氏名を印字しないので、補

完記入する。 

５ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

６ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「氏名または名称」の欄には、受託者の法人

名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 
 

 
源泉所得税の納期の特例申請の却下通知書 

 

１ 使用目的 

「源泉所得税の納期の特例申請の却下通知書｣(FC B7PB2）は、納期の特例の承認申請を却下する場合に、当該源泉

徴収義務者にその旨を通知するために使用する。 

なお、この通知書は正副２枚出力するので、正本（１枚目）は源泉徴収義務者送付用として、副本（２枚目）は税

務署用控えとして使用する。 

２ 出力対象 

「納特決裁結果等入力」画面から「納期特例区分」欄を「２ 却下」とし､｢決裁年月日」及び「発送日付」を入力

したものを対象として出力する。 

（注）この通知書は、上記入力を行うことにより､｢処理結果リスト（納特)｣とともに自動的に作成される。 

３ 出力時期 

納期の特例の承認申請について、却下する旨の通知を行う場合に出力する。 

４ 出力要領 

(1) 出力様式 

納期の特例の承認申請を却下する源泉徴収義務者ごとに、住所、氏名等を印字して通知書の形式で１件別に、正

本（通知用）と副本（署控用）との２枚出力する。 

(2) 主な出力項目の内容 

項 目 内 容 

通 知 年 月 日 「納特決裁結果等入力」画面から入力した発送日付を印字する。 

問 い 合 わ せ 番 号 源泉徴収義務者の整理番号を印字する。 

（ 連 絡 先 ） 
連絡先がある場合に、その連絡先の住所を副本の「あて名」欄の右欄外に印字する。 

また、連絡先がない場合は､｢連絡先住所はありません」と表示する。 

提 出 年 月 日 
「申請書等入力」画面から入力した「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

の提出年月日を印字する。 

教 示 

 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を印字する。 

また、「･･･（提出先は      ）･･･」の空白部分には、当該税務署の管轄区域を

管轄する国税不服審判所の支部の首席国税審判官名を印字する。 

補 完 表 示 

あて名の補完が必要な者については、通知書の右下に、正本には「＊」と、また、副本

には「補完有」と表示する。この場合､｢あて名」欄に住所及び氏名を印字しないので、補

完記入する。 

５ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

（追 加）６ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は

氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 

源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書の記載要領等 

 

１ この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期の特例の期間から所得税法第 216 条

に規定する納期の特例の承認の効力が失われることになります。 

 

２ この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期特例の期間内に源泉徴収した税額の

うちその提出の日の属する月分以前の各月に源泉徴収した税額は、その提出の日の属する月の翌月 10

日までに納付し、その後の各月に源泉徴収した税額は、毎月翌月10日までに納付していただくことに

なります。 

（例）この届出書を提出した   （給与等）        （納期限）   

日が３月中の場合     １月～３月支給分  →  ４月10日まで（※） 

４月支給分以降   →  翌月10日まで 

      ※ １月～２月分は、納期特例分の徴収高計算書を使用し、３月分以降は、一般分（毎月納付用）の徴収高計

算書を使用してください。 

 

３ 各欄は、次により記載してください。 

(1) 「名称｣､「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、届出者の名称、住所（居所）若しくは本店

（主たる事務所）の所在地及び代表者の氏名を記載してください。 

ただし、届出に係る事務所等の所在地が届出者の住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在

地と異なるときは、この届出に係る事務所等の所在地及び名称を記載してください。 

(2) 「この届出書を提出する日における給与等の支給人員」欄には、この届出書を提出する月におけ

る給与等の支払を受ける者（臨時に雇用している者は除きます｡)の数を記載してください。 

なお、臨時に雇用している者の数は外書に記載してください。 

(3) 「給与等の支払を受ける者の数が常時 10 人未満でなくなった理由等」欄には、給与等の支払を

受ける者の数が常時10人未満でなくなった理由等を簡記してください。 

（例－「事業拡大のため｣､「合併のため」等） 

(4) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士等

が署名押印してください。 

(5) 「※」欄は、記載しないでください。 

 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、

国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」

の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくだ

さい。 

 

源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書の記載要領等 

 

１ この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期の特例の期間から所得税法第 216 条

に規定する納期の特例の承認の効力が失われることになります。 

 

２ この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期特例の期間内に源泉徴収した税額の

うちその提出の日の属する月分以前の各月に源泉徴収した税額は、その提出の日の属する月の翌月 10

日までに納付し、その後の各月に源泉徴収した税額は、毎月翌月10日までに納付していただくことに

なります。 

（例）この届出書を提出した   （給与等）        （納期限）   

日が３月中の場合     １月～３月支給分  →  ４月10日まで（※） 

４月支給分以降   →  翌月10日まで 

      （追 加） １月～２月分は、納期特例分の徴収高計算書を使用し、３月分以降は、一般分（毎月納付用）の

徴収高計算書を使用してください。 

 

３ 各欄は、次により記載してください。 

(1) 「名称｣､「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、届出者の名称、住所（居所）若しくは本店

（主たる事務所）の所在地及び代表者の氏名を記載してください。 

ただし、届出に係る事務所等の所在地が届出者の住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在

地と異なるときは、この届出に係る事務所等の所在地及び名称を記載してください。 

(2) 「この届出書を提出する日における給与等の支給人員」欄には、この届出書を提出する月におけ

る給与等の支払を受ける者（臨時に雇用している者は除きます｡)の数を記載してください。 

なお、臨時に雇用している者の数は外書に記載してください。 

(3) 「給与等の支払を受ける者の数が常時 10 人未満でなくなった理由等」欄には、給与等の支払を

受ける者の数が常時10人未満でなくなった理由等を簡記してください。 

（例－「事業拡大のため｣､「合併のため」等） 

(4) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士等

が署名押印してください。 

(5) 「※」欄は、記載しないでください。 

 

（追 加） 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、

国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」

の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくだ

さい。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
源泉所得税の納期の特例の承認取消通知書 

 

１ 使用目的 

「源泉所得税の納期の特例の承認取消通知書｣(FC B7PB3）は、納期の特例の適用を受けていた源泉徴収義務者につ

いてその承認を取り消した場合に、当該源泉徴収義務者にその旨を通知するために使用する。 

なお、この通知書は正副２枚出力されるので、正本（１枚目）は源泉徴収義務者送付用として、副本（２枚目）は

税務署用控えとして使用する。 

２ 出力対象 

納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者のうち、当該承認を受けるために必要な要件に該当しなくなったた

め､｢納特決裁結果等入力」画面から「納期特例区分」欄を「４ 取消一号」又は「５ 取消三号」と入力した者を対

象として出力する。 

（注）この通知書は、上記入力を行うことにより､｢処理結果リスト（納特)｣及び「取消一覧表」とともに自動的に作

成される。 

３ 出力時期 

納期の特例の承認について、その承認を取り消した旨の通知を行う場合に出力する。 

４ 出力要領 

(1) 出力様式 

納期の特例を取り消した源泉徴収義務者ごとに、住所、氏名等を印字して通知書の形式で１件別に、正本（通知

用）と副本（署控用）との２枚出力する。 

(2) 主な出力項目の内容 

項 目 内 容 

通 知 年 月 日 「納特決裁結果等入力」画面から入力した発送日付を印字する。 

問 い 合 わ せ 番 号 源泉徴収義務者の整理番号を印字する。 

（ 連 絡 先 ） 
連絡先がある場合に、その連絡先の住所を副本の「あて名」欄の右欄外に印字する。 

また、連絡先がない場合は､｢連絡先住所はありません」と表示する。 

承 認 年 月 日 取り消した納期の特例の承認について、その承認を受けた日を印字する。 

教 示 

 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を印字する。 

 また、「･･･（提出先は      ）･･･」の空白部分には、当該税務署の管轄区域を管

轄する国税不服審判所の支部の首席国税審判官名を印字する。 

補 完 表 示 

あて名の補完が必要な者については、通知書の右下に、正本には「＊」と、また、副本

には「補完有」と表示する。この場合､｢あて名」欄に住所及び氏名を印字しないので、補

完記入を行う。 

５ 記載要領 

「理由」欄には、納期の特例の取り消しを行った理由を記載する。 

６ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

７ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「氏名または名称」の欄には、受託者の法人

名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 
源泉所得税の納期の特例の承認取消通知書 

 

１ 使用目的 

「源泉所得税の納期の特例の承認取消通知書｣(FC B7PB3）は、納期の特例の適用を受けていた源泉徴収義務者につ

いてその承認を取り消した場合に、当該源泉徴収義務者にその旨を通知するために使用する。 

なお、この通知書は正副２枚出力されるので、正本（１枚目）は源泉徴収義務者送付用として、副本（２枚目）は

税務署用控えとして使用する。 

２ 出力対象 

納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者のうち、当該承認を受けるために必要な要件に該当しなくなったた

め､｢納特決裁結果等入力」画面から「納期特例区分」欄を「４ 取消一号」又は「５ 取消三号」と入力した者を対

象として出力する。 

（注）この通知書は、上記入力を行うことにより､｢処理結果リスト（納特)｣及び「取消一覧表」とともに自動的に作

成される。 

３ 出力時期 

納期の特例の承認について、その承認を取り消した旨の通知を行う場合に出力する。 

４ 出力要領 

(1) 出力様式 

納期の特例を取り消した源泉徴収義務者ごとに、住所、氏名等を印字して通知書の形式で１件別に、正本（通知

用）と副本（署控用）との２枚出力する。 

(2) 主な出力項目の内容 

項 目 内 容 

通 知 年 月 日 「納特決裁結果等入力」画面から入力した発送日付を印字する。 

問 い 合 わ せ 番 号 源泉徴収義務者の整理番号を印字する。 

（ 連 絡 先 ） 
連絡先がある場合に、その連絡先の住所を副本の「あて名」欄の右欄外に印字する。 

また、連絡先がない場合は､｢連絡先住所はありません」と表示する。 

承 認 年 月 日 取り消した納期の特例の承認について、その承認を受けた日を印字する。 

教 示 

 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を印字する。 

 また、「･･･（提出先は      ）･･･」の空白部分には、当該税務署の管轄区域を管

轄する国税不服審判所の支部の首席国税審判官名を印字する。 

補 完 表 示 

あて名の補完が必要な者については、通知書の右下に、正本には「＊」と、また、副本

には「補完有」と表示する。この場合､｢あて名」欄に住所及び氏名を印字しないので、補

完記入を行う。 

５ 記載要領 

「理由」欄には、納期の特例の取り消しを行った理由を記載する。 

６ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

（追 加） 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は

氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

20．06 改正                                 （源１４０１－２） 

納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 

 
※整理番号  

（フリガナ）  

名 称 
 

所 在 地 

〒 
 
 

電話    －    －  
（フリガナ）  

 
 
 
 
 

平成  年  月  日 

 
 
 

税務署長殿 
代 表 者 氏 名 ○印  

租税特別措置法第41条の６第１項の規定による源泉所得税の納期限の特例の適用を受けたいのでこの旨
届け出ます。 

そ の 他 の 

参 考 事 項 
 

 

税 理 士 署 名 押 印 ○印   

 

※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 入力  名簿  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   

 
（注意事項） 

１ この届出書は、所得税法第 216 条に規定する源泉所得税の納期の特例の承認を受けている者が租税特別措

置法第 41 条の６第１項の規定による源泉所得税の納期限の特例の適用を受けようとする場合に使用します。 
２ この届出書をその年の 12 月 20 日までに提出した場合には、その届出をした年以後の各年の７月から 12

月までの間に源泉徴収した所得税の納期限は、翌年１月 20 日となります。 

 ただし、この届出書を提出した日の属する年以後の各年において、次のいずれかに該当する事実がある場
合には、この納期限の特例の適用はなく、その年７月から 12 月までの間に源泉徴収した所得税の納期限は、

翌年１月 10 日となりますので注意してください。 

(1) その年 12 月 31 日において源泉所得税の滞納があること。 
(2) その年７月から 12 月までの間に源泉徴収した所得税を翌年１月 20 日までに納付しなかったこと。 

（届出書の書き方） 

１ 「名称｣､「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、届出者の名称、住所（居所）若しくは本店（主たる
事務所）の所在地及び代表者の氏名をそれぞれ記載してください。 

ただし、この届出の対象とする事務所等の所在地が届出者の住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所

在地と異なるときは、この届出の対象とする事務所等の名称及び所在地を記載してください。 
２ 「その他の参考事項」欄には、上記１のただし書による記入をする場合に届出者の名称及び住所（居所）

若しくは本店（主たる事務所）の所在地を記載するほか、参考となる事項を記載してください。 

３ 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士等が署名押
印してください。 

４ 「※」欄は、記載しないでください。 

５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関

する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受託者の法
人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

（
規
格
Ａ
４
） 

 

18．06 改正                                 （源１４０１－２） 

納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 

 
※整理番号  

（フリガナ）  

名 称 
 

所 在 地 

〒 
 
 

電話    －    －  
（フリガナ）  

 
 
 
 
 

平成  年  月  日 

 
 
 

税務署長殿 
代 表 者 氏 名 ○印  

租税特別措置法第41条の６第１項の規定による源泉所得税の納期限の特例の適用を受けたいのでこの旨
届け出ます。 

そ の 他 の 

参 考 事 項 
 

 

税 理 士 署 名 押 印 ○印   

 

※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 入力  名簿  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   

 
（注意事項） 

１ この届出書は、所得税法第 216 条に規定する源泉所得税の納期の特例の承認を受けている者が租税特別措
置法第 41 条の６第１項の規定による源泉所得税の納期限の特例の適用を受けようとする場合に使用します。 

２ この届出書をその年の 12 月 20 日までに提出した場合には、その届出をした年以後の各年の７月から 12

月までの間に源泉徴収した所得税の納期限は、翌年１月 20 日となります。 
 ただし、この届出書を提出した日の属する年以後の各年において、次のいずれかに該当する事実がある場

合には、この納期限の特例の適用はなく、その年７月から 12 月までの間に源泉徴収した所得税の納期限は、

翌年１月 10 日となりますので注意してください。 
(1) その年 12 月 31 日において源泉所得税の滞納があること。 

(2) その年７月から 12 月までの間に源泉徴収した所得税を翌年１月 20 日までに納付しなかったこと。 

（届出書の書き方） 

１ 「名称｣､「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、届出者の名称、住所（居所）若しくは本店（主たる

事務所）の所在地及び代表者の氏名をそれぞれ記載してください。 

ただし、この届出の対象とする事務所等の所在地が届出者の住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所
在地と異なるときは、この届出の対象とする事務所等の名称及び所在地を記載してください。 

２ 「その他の参考事項」欄には、上記１のただし書による記入をする場合に届出者の名称及び住所（居所）

若しくは本店（主たる事務所）の所在地を記載するほか、参考となる事項を記載してください。 
３ 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士等が署名押

印してください。 

４ 「※」欄は、記載しないでください。 
（追 加）５ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関
する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受託者の 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 
20．06 改正                                 （源１４０４－２） 

納期の特例適用者に係る納期限の特例の取りやめに関する届出書 

 
※整理番号  

（フリガナ）  

名 称 
 

所 在 地 

〒 
 
 

電話    －    －  
（フリガナ）  

 
 
 
 
 

平成  年  月  日 

 
 
 

税務署長殿 
代 表 者 氏 名 ○印  

租税特別措置法第41条の６第１項の規定による源泉所得税の納期限の特例の適用を受けることを取りや
めたいのでこの旨届け出ます。 

そ の 他 の 

参 考 事 項 
（届出書の提出      年   月   日） 

 

税 理 士 署 名 押 印 ○印   

 

※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 入力  名簿  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   

 
（注意事項） 

１ この届出書は、租税特別措置法第 41 条の６第１項の規定による源泉所得税の納期限の特例の適用を受け

ている者が、同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合に、租税特別措置法施行令第 26 条の８
第１項の規定により届け出るときに使用します。 

２ この届出書を提出した場合には、提出をした日の属する年以後の年においては、租税特別措置法第 41 条

の６第１項の規定は適用されません。 
したがって、この届出書を提出した日の属する年以後における、７月から 12 月までの間に源泉徴収した

所得税の納期限は翌年１月 10 日となります。 

（届出書の書き方） 

１ 「名称｣､「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、届出者の名称、住所（居所）若しくは本店（主たる

事務所）の所在地及び代表者の氏名をそれぞれ記載してください。 

ただし、この届出の対象とする事務所等の所在地が届出者の住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所
在地と異なるときは、この届出の対象とする事務所等の名称及び所在地を記載してください。 

２ 「その他の参考事項」欄には、上記１のただし書による記載をする場合に届出者の名称及び住所（居所）

若しくは本店（主たる事務所）の所在地を記載するほか、租税特別措置法第 41 条の６第１項に規定する届
出書の提出年月日及び参考となる事項を記載してください。 

３ 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士等が署名押

印してください。 
４ 「※」欄は、記載しないでください。 

５ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関す

る法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受託者の法人

名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

（
規
格
Ａ
４
） 

 

18．06 改正                                 （源１４０４－２） 

納期の特例適用者に係る納期限の特例の取りやめに関する届出書 

 
※整理番号  

（フリガナ）  

名 称 
 

所 在 地 

〒 
 
 

電話    －    －  
（フリガナ）  

 
 
 
 
 

平成  年  月  日 

 
 
 

税務署長殿 
代 表 者 氏 名 ○印  

租税特別措置法第41条の６第１項の規定による源泉所得税の納期限の特例の適用を受けることを取りや
めたいのでこの旨届け出ます。 

そ の 他 の 

参 考 事 項 
（届出書の提出      年   月   日） 

 

税 理 士 署 名 押 印 ○印   

 

※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 入力  名簿  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   

 

（注意事項） 

１ この届出書は、租税特別措置法第 41 条の６第１項の規定による源泉所得税の納期限の特例の適用を受け
ている者が、同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合に、租税特別措置法施行令第 26 条の８

第１項の規定により届け出るときに使用します。 

２ この届出書を提出した場合には、提出をした日の属する年以後の年においては、租税特別措置法第 41 条
の６第１項の規定は適用されません。 

したがって、この届出書を提出した日の属する年以後における、７月から 12 月までの間に源泉徴収した

所得税の納期限は翌年１月 10 日となります。 
（届出書の書き方） 

１ 「名称｣､「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、届出者の名称、住所（居所）若しくは本店（主たる

事務所）の所在地及び代表者の氏名をそれぞれ記載してください。 
ただし、この届出の対象とする事務所等の所在地が届出者の住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所

在地と異なるときは、この届出の対象とする事務所等の名称及び所在地を記載してください。 

２ 「その他の参考事項」欄には、上記１のただし書による記載をする場合に届出者の名称及び住所（居所）
若しくは本店（主たる事務所）の所在地を記載するほか、租税特別措置法第 41 条の６第１項に規定する届

出書の提出年月日及び参考となる事項を記載してください。 

３ 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士等が署名押
印してください。 

４ 「※」欄は、記載しないでください。 

（追 加）５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関す

る法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受託者の法 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の 
電磁的方法による提供の承認申請書の記載要領等 

 

１ 源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関する特例制度について 

(1) 源泉徴収に関する申告書（以下「申告書」といいます。）に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関する

特例の適用を受けるに当たっては、給与等、退職手当等又は公的年金等（以下「給与等」といいます。）の源泉徴収義務者

は、給与等の受領者から申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供（以下「電磁的方法による提供」といいます。）

を受けるための措置を講ずる必要があります。 

  （注） この特例の対象となる申告書は、次のものです。 

① 所得税法第198条第２項の規定によるもの 

・ 給与所得者の扶養控除等申告書（所法194） 
・ 従たる給与についての扶養控除等申告書（所法195） 

・ 給与所得者の配偶者特別控除申告書（所法195の２） 

・ 給与所得者の保険料控除申告書（所法196） 
② 所得税法第203条第４項の規定によるもの 

・ 退職所得の受給に関する申告書（所法203） 

③ 所得税法第203条の５第４項の規定によるもの 
・ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書（所法203の５） 

(2) 具体的には、源泉徴収義務者は、①給与等の受領者から「電磁的方法の種類」欄に記載する方法による提供を受けるため

の措置及び②電磁的方法による提供を受ける際に、給与等の受領者を特定するため、「電磁的方法により提供する者の氏名

を明らかにするための措置の内容」欄に記載の措置を講ずるとともに、この申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その

承認を受けなければなりません。 

(注) この申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認通知又は承認しないことの決定通知がなければ、この申

請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされます。 

(3) この特例について承認を受けていた源泉徴収義務者が、電磁的方法による提供を受けることをやめようとする場合には、

その旨を記載した届出書を税務署長に提出する必要があります。 

◎注意 

１ 源泉徴収義務者が、次に掲げる措置を講じていない場合には、この特例の承認を受けられないことがあるほか、既に受

けている承認を取り消されることがあります。 

① 給与等の受領者が電磁的方法による提供を適正に行うことができるための措置 

② 給与等の受領者が電磁的方法による提供を行う際に、源泉徴収義務者においてその者を特定することができるための

措置 

③ 申告書に記載すべき事項について電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための措置 

２ 給与等の受領者は、電磁的方法による提供を行う場合であっても、申告書に添付すべき証明書類については、書面によ

る提出又は提示が必要です。 

２ 各欄の記載方法 

(1) 「名称｣､「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、申請者の名称、住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地及

び代表者の氏名をそれぞれ記載してください。 

ただし、この申請の対象とする事務所等の所在地が申請者の住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地と異なると

きは、この申請の対象とする事務所等の所在地を記載してください。 

（注）この場合「その他参考事項」欄に申請者の住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地を記載してください。 

(2) 本文には、承認を受けようとする特例の該当条文に、それぞれ「レ」印を付してください。 

(3) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印してください。

(4) 「※」欄は、記載しないでください。 

３ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法

律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受託者の法人名又は氏名
のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の 
電磁的方法による提供の承認申請書の記載要領等 

 

１ 源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関する特例制度について 

(1) 源泉徴収に関する申告書（以下「申告書」といいます。）に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関する

特例の適用を受けるに当たっては、給与等、退職手当等又は公的年金等（以下「給与等」といいます。）の源泉徴収義務者

は、給与等の受領者から申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供（以下「電磁的方法による提供」といいます。）

を受けるための措置を講ずる必要があります。 

  （注） この特例の対象となる申告書は、次のものです。 

① 所得税法第198条第２項の規定によるもの 

・ 給与所得者の扶養控除等申告書（所法194） 
・ 従たる給与についての扶養控除等申告書（所法195） 

・ 給与所得者の配偶者特別控除申告書（所法195の２） 

・ 給与所得者の保険料控除申告書（所法196） 
② 所得税法第203条第４項の規定によるもの 

・ 退職所得の受給に関する申告書（所法203） 

③ 所得税法第203条の５第４項の規定によるもの 
・ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書（所法203の５） 

(2) 具体的には、源泉徴収義務者は、①給与等の受領者から「電磁的方法の種類」欄に記載する方法による提供を受けるため

の措置及び②電磁的方法による提供を受ける際に、給与等の受領者を特定するため、「電磁的方法により提供する者の氏名

を明らかにするための措置の内容」欄に記載の措置を講ずるとともに、この申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その

承認を受けなければなりません。 

(注) この申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認通知又は承認しないことの決定通知がなければ、この申

請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされます。 

(3) この特例について承認を受けていた源泉徴収義務者が、電磁的方法による提供を受けることをやめようとする場合には、

その旨を記載した届出書を税務署長に提出する必要があります。 

◎注意 

１ 源泉徴収義務者が、次に掲げる措置を講じていない場合には、この特例の承認を受けられないことがあるほか、既に受

けている承認を取り消されることがあります。 

① 給与等の受領者が電磁的方法による提供を適正に行うことができるための措置 

② 給与等の受領者が電磁的方法による提供を行う際に、源泉徴収義務者においてその者を特定することができるための

措置 

③ 申告書に記載すべき事項について電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための措置 

２ 給与等の受領者は、電磁的方法による提供を行う場合であっても、申告書に添付すべき証明書類については、書面によ

る提出又は提示が必要です。 

２ 各欄の記載方法 

(1) 「名称｣､「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、申請者の名称、住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地及

び代表者の氏名をそれぞれ記載してください。 

ただし、この申請の対象とする事務所等の所在地が申請者の住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地と異なると

きは、この申請の対象とする事務所等の所在地を記載してください。 

（注）この場合「その他参考事項」欄に申請者の住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地を記載してください。 

(2) 本文には、承認を受けようとする特例の該当条文に、それぞれ「レ」印を付してください。 

(3) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印してください。

(4) 「※」欄は、記載しないでください。 

（追 加） 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法

律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受託者の法人名又は氏名
のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 
20．06 改定                                  （源１４３８） 

源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の 
電磁的方法による提供の取りやめに関する届出書 

 
※整理番号  

（フリガナ）  

名 称 
 

所 在 地 

〒 
 
 

電話    －    －  
（フリガナ）  

 
 
 
 
 

平成  年  月  日 

 
 
 

税務署長殿 
代 表 者 氏 名 ○印  

 
 □ 第 198 条第 2 項（給与等関係） 

所得税法 □ 第 203 条第 4 項（退職手当等関係）   の規定の適用を受けることを取りやめたいので 
□ 第 203 条の 5 第 4 項（公的年金等関係） 
 

この旨届け出ます。 
 

承 認 年 月 日 年  月  日 （承認申請書の提出年月日     年  月  日） 

参 考 事 項  

 

税 理 士 署 名 押 印 ○印   

 

※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 入力  名簿  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   

 

（注意事項） 
１ この届出書は、源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供について承認を受けて
いる者（所得税法第 198 条第 2 項、第 203 条第 4 項又は第 203 条の 5 第 4 項）が、これらの規定の適用を受
けることをやめようとする場合に使用します。 

２ この届出書を提出した場合には、その提出した日において承認の効力が失われます。 
 

（届出書の書き方） 
１ 「名称｣､「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、届出者の名称、住所（居所）又は本店（主たる事務
所）の所在地及び代表者の氏名をそれぞれ記載してください。 
ただし、この届出の対象とする事務所等の所在地が届出者の住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所

在地と異なるときは、この届出の対象とする事務所等の所在地を記載してください。 
２ 本文には、届出の対象とする特例の該当条文に、それぞれ「レ」印を付してください。 
３ 「承認年月日」欄には、「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認通知書」
を受理している場合にはその通知書に記載されている年月日を、それ以外の場合には承認申請書を提出した
日の属する月の翌月末日を記載してください。また、かっこ内には、承認申請書の提出年月日を記載してく
ださい。 

４ 「参考事項」欄には、電磁的方法による提供を受けることをやめようとする理由及び参考となるべき事項
を記載してください。 

５ 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押
印してください。 

６ 「※」欄は、記載しないでください。 
７ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関す

る法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受託者の法人

名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 （
規
格
Ａ
４
）

 

19．06改定                                  （源１４３８） 

源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の 
電磁的方法による提供の取りやめに関する届出書 

 
※整理番号  

（フリガナ）  

名 称 
 

所 在 地 

〒 
 
 

電話    －    －  
（フリガナ）  

 
 
 
 
 

平成  年  月  日 

 
 
 

税務署長殿 
代 表 者 氏 名 ○印  

 
 □ 第 198 条第 2 項（給与等関係） 

所得税法 □ 第 203 条第 4 項（退職手当等関係）   の規定の適用を受けることを取りやめたいので 
□ 第 203 条の 5 第 4 項（公的年金等関係） 
 

この旨届け出ます。 
 

承 認 年 月 日 年  月  日 （承認申請書の提出年月日     年  月  日） 

参 考 事 項  

 

税 理 士 署 名 押 印 ○印   

 

※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 入力  名簿  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   

 

（注意事項） 
１ この届出書は、源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供について承認を受けて
いる者（所得税法第 198 条第 2 項、第 203 条第 4 項又は第 203 条の 5 第 4 項）が、これらの規定の適用を受
けることをやめようとする場合に使用します。 

２ この届出書を提出した場合には、その提出した日において承認の効力が失われます。 
 

（届出書の書き方） 
１ 「名称｣､「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、届出者の名称、住所（居所）又は本店（主たる事務
所）の所在地及び代表者の氏名をそれぞれ記載してください。 
ただし、この届出の対象とする事務所等の所在地が届出者の住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所

在地と異なるときは、この届出の対象とする事務所等の所在地を記載してください。 
２ 本文には、届出の対象とする特例の該当条文に、それぞれ「レ」印を付してください。 
３ 「承認年月日」欄には、「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認通知書」
を受理している場合にはその通知書に記載されている年月日を、それ以外の場合には承認申請書を提出した
日の属する月の翌月末日を記載してください。また、かっこ内には、承認申請書の提出年月日を記載してく
ださい。 

４ 「参考事項」欄には、電磁的方法による提供を受けることをやめようとする理由及び参考となるべき事項
を記載してください。 

５ 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押
印してください。 

６ 「※」欄は、記載しないでください。 

（追 加）７ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関す

る法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受託者の法人



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

源泉徴収に関する申告書に記載すべき 

事項の電磁的方法による提供の承認通知書 
 

１ 使用目的 

「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認通知書｣(源１４３９) は、「源泉徴収

に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」の提出があった場合において、申請者から

早期に承認を受けたい旨の申出が行われたときなどみなし承認によらないで承認する場合に、申請者にその旨を通知

するために使用する。 

なお、この通知書は正副２枚作成し、正本（１枚目）は申請者送付用として、副本（２枚目）は税務署用控えとし

て使用する。 

（追 加） 

 

 

 

（追 加） 

 

（追 加） 

（追 加） 

 

 

主な項目の内容 

項 目 内 容 

通 知 年 月 日 発送日付を記載する。 

問 い 合 わ せ 番 号 申請者（源泉徴収義務者）の整理番号を記載する。 

  

（追 加）  

  

提 出 年 月 日 
「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」の

提出年月日を記載する。 

本 文 
「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」に

記載された条文番号に「レ」印を記載する。 
  

（追 加）  

  
２ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

（追 加） 

 

  

 

源泉徴収に関する申告書に記載すべき 

事項の電磁的方法による提供の承認通知書 
 

１ 使用目的 

「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による承認通知書｣(FCB2PAF)（以下、「通知書」という。）

は、「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書｣（源 1437）（以下「申請書」

という。）の提出があった場合において、申請者（源泉徴収義務者）から早期に承認を受けたい旨の申出が行われたと

きなど、みなし承認によらないで承認する場合に、申請者にその旨を通知するために使用する。 

なお、この通知書は正副２枚出力するので、正本（１枚目）は申請者送付用として、副本（２枚目）は税務署用控

えとして使用する。 

２ 出力対象 

「電磁提供決裁結果等入力」画面から「電磁提供区分コード」欄を「１ 承認」とし､「発送日付｣(承認日）の入力

を行ったものを対象として出力する。 

（注）この通知書は、上記入力を行うことにより､｢処理結果リスト（電磁提供)｣とともに自動的に作成される。 

３ 出力時期 

電磁提供の承認申請について、承認する旨の通知を行う場合に出力する。 

４ 出力要領 

(1) 出力様式 

電磁提供の承認を行う源泉徴収義務者ごとに、住所、氏名等を印字して通知書の形式で１件別に、正本（通知

用）と副本（署控用）との２枚出力する。 

(2) 主な出力項目の内容 

項 目 内 容 

通 知 年 月 日 「電磁提供決裁結果等入力」画面から入力した発送日付を印字する。 

問 い 合 わ せ 番 号 源泉徴収義務者の整理番号を印字する。 

（ 連 絡 先 ） 
連絡先がある場合に、その連絡先の住所を副本の「あて名」欄の右欄外に印字する。 

また、連絡先がない場合は､｢連絡先住所はありません」と表示する。 

提 出 年 月 日 
「電磁提供申請書入力」画面から入力した「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項

の電磁的方法による提供の承認申請書」の提出年月日を印字する。 

本 文 
「電磁提供決裁結果等入力」画面から「電磁提供区分コード」欄を「１ 承認」と入力

した条項に「○」印を印字する。 

補 完 表 示 

あて名の補完が必要な者については、通知書の右下に、正本には「＊」と、また、副本

には「補完有」と表示する。この場合､｢あて名」欄に住所及び氏名を印字しないので、補

完記入する。 
    
５ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

６ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「氏名または名称」の欄には、受託者の法人

名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。  



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法に 

よる提供の承認申請を承認しないことの決定通知書 

 

１ 使用目的 

「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請を承認しないことの決定通

知書｣(FCB2PAG）（以下、「通知書」という。）は、「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供

の承認申請書」の提出があり、承認要件が満たされていないため承認しないことを決定する場合に、申請者（源泉徴

収義務者）にその旨を通知するために使用する。 

なお、この通知書は正副２枚出力するので、正本（１枚目）は源泉徴収義務者送付用として、副本（２枚目）は税

務署用控えとして使用する。 

２ 出力対象 

「電磁提供決裁結果等入力」画面から「電磁提供区分コード」欄を「２ 不承認」とし､「発送日付」を入力したも

のを対象として出力する。 

（注）この通知書は、上記入力を行うことにより､｢処理結果リスト（電磁提供)｣とともに自動的に作成される。 

３ 出力時期 

電磁提供の承認申請について、不承認とする旨の通知を行う場合に出力する。 

４ 出力要領 

(1) 出力様式 

電磁提供の承認申請を不承認とする源泉徴収義務者ごとに、住所、氏名等を印字して通知書の形式で１件別に、

正本（通知用）と副本（署控用）との２枚出力する。 

(2) 主な出力項目の内容 

項 目 内 容 

通 知 年 月 日 「電磁提供決裁結果等入力」画面から入力した発送日付を印字する。 

問 い 合 わ せ 番 号 源泉徴収義務者の整理番号を印字する。 

（ 連 絡 先 ） 
連絡先がある場合に、その連絡先の住所を副本の「あて名」欄の右欄外に印字する。 

また、連絡先がない場合は､｢連絡先住所はありません」と表示する。 

提 出 年 月 日 
「電磁提供申請書入力」画面から入力した「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項

の電磁的方法による提供の承認申請書」の提出年月日を印字する。 

本 文 
「電磁提供決裁結果等入力」画面から「電磁提供区分コード」欄を「２ 不承認」と入

力した条項に「○」印を印字する。 

教 示 

 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を印字する。 

また、「･･･（提出先は      ）･･･」の空白部分には、当該税務署の管轄区域を

管轄する国税不服審判所の支部の首席国税審判官名を印字する。 

補 完 表 示 

あて名の補完が必要な者については、通知書の右下に、正本には「＊」と、また、副本

には「補完有」と表示する。この場合､｢あて名」欄に住所及び氏名を印字しないので、補

完記入する。 

５ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

６ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「氏名または名称」の欄には、受託者の法人

名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 
源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法に 

よる提供の承認申請を承認しないことの決定通知書 

 

１ 使用目的 

「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請を承認しないことの決定通

知書｣(源１４４０）は、「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」の提出が

あり、承認要件が満たされていないため承認しないことを決定する場合に、申請者にその旨を通知するために使用す

る。 

なお、この通知書は正副２枚作成し、正本（１枚目）は申請者送付用として、副本（２枚目）は税務署用控えとし

て使用する。 

（追 加） 

 

 

（追 加） 

 

（追 加） 

（追 加） 

 

 

主な出力項目の内容 

項 目 内 容 

通 知 年 月 日 発送日付を記載する。 

問 い 合 わ せ 番 号 申請者（源泉徴収義務者）の整理番号を記載する。 

  
（追 加）  

  

提 出 年 月 日 
「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請

書」の提出年月日を記載する。 

本 文 
 「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請

書」に記載された条文番号に「レ」印を記載する。 

教 示 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる申請者

の納税地を管轄する税務署名を記載する。 

また、「･･･（提出先は      ）･･･」の空白部分には、当該税務署の管轄区域を

管轄する国税不服審判所の支部の首席国税審判官名を記載する。 

  
（追 加）  

  
 
２ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

（追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の 

電磁的方法による提供の承認の取消通知書 
 

１ 使用目的 
「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認の取消通知書｣(FCB2PAH）（以下、「通知
書」という。）は、源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認を受けていた源泉徴収義
務者について、その承認を取り消した場合に、当該源泉徴収義務者にその旨を通知するために使用する。 
なお、この通知書は正副２枚出力されるので、正本（１枚目）は源泉徴収義務者送付用として、副本（２枚目）は
税務署用控えとして使用する。 
２ 出力対象 
電磁提供の承認を受けている源泉徴収義務者のうち、当該承認を受けるために必要な要件に該当しなくなったため､
｢電磁提供決裁結果等入力」画面から「電磁提供区分」欄を「４ 取消」と入力した者を対象として出力する。 
（注）この通知書は、上記入力を行うことにより､｢処理結果リスト（電磁提供)｣及び「取消一覧表（電磁提供)」とと
もに自動的に作成される。 

３ 出力時期 
電磁提供の承認について、その承認を取り消した旨の通知を行う場合に出力する。 

４ 出力要領 
(1) 出力様式 

電磁提供の承認を取り消した源泉徴収義務者ごとに、住所、氏名等を印字して通知書の形式で１件別に、正本（通
知用）と副本（署控用）との２枚出力する。 

(2) 主な出力項目の内容 

項 目 内 容 

通 知 年 月 日 「電磁提供決裁結果等入力」画面から入力した発送日付を印字する。 

問 い 合 わ せ 番 号 源泉徴収義務者の整理番号を印字する。 

（ 連 絡 先 ） 
連絡先がある場合に、その連絡先の住所を副本の「あて名」欄の右欄外に印字する。 

また、連絡先がない場合は､｢連絡先住所はありません」と表示する。 

承 認 年 月 日 
「電磁提供申請書入力」画面から入力した「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項

の電磁的方法による提供の承認申請書」の承認年月日を印字する。 

本 文 
「電磁提供決裁結果等入力」画面から「電磁提供区分コード」欄を「４ 取消」と入力

した条項に「○」印を印字する。 

（ 理 由 ） 

「電磁提供決裁結果等入力」画面から「取消理由」欄に入力した項目に「○」印を印字す

る。 

 なお、「４ その他」を入力した場合には、その取消を行った理由を記載する。 

教 示 

 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を印字する。 

 また、「･･･（提出先は      ）･･･」の空白部分には、当該税務署の管轄区域を管

轄する国税不服審判所の支部の首席国税審判官名を印字する。 

補 完 表 示 

あて名の補完が必要な者については、通知書の右下に、正本には「＊」と、また、副本

には「補完有」と表示する。この場合､｢あて名」欄に住所及び氏名を印字しないので、補

完記入を行う。 

（削 除） 
 
５ 送付に当たっての留意事項 
この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第 99号）第 2条第 6項(定
義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書
便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 
６ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等
がその法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「氏名または名称」の欄には、受託者
の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の 

電磁的方法による提供の承認の取消通知書 
 

１ 使用目的 
「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認の取消通知書｣(源１４４１）は、源泉
徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認を受けていた源泉徴収義務者についてその承認
を取り消した場合に、当該源泉徴収義務者にその旨を通知するために使用する。 
なお、この通知書は正副２枚作成し、正本（１枚目）は源泉徴収義務者送付用として、副本（２枚目）は税務署用
控えとして使用する。 
（追 加） 
 
 
 
 
（追 加） 
 
（追 加） 
（追 加） 
 
 
 主な項目の内容 

項 目 内 容 

通 知 年 月 日 発送日付を記載する。 

問 い 合 わ せ 番 号 源泉徴収義務者の整理番号を記載する。 

  
（追 加）  

  

承 認 年 月 日 電磁的方法による提供について、その承認を受けた日を記載する。 

本 文 電磁的方法による提供について、その承認を受けた条文番号に「レ」印を記載する。 

  
（追 加）  

  

教 示 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる源泉徴

収義務者の納税地を管轄する税務署名を記載する。 

 また、「･･･（提出先は      ）･･･」の空白部分には、当該税務署の管轄区域を管

轄する国税不服審判所の支部の首席国税審判官名を記載する。 

  

（追 加） 
 
 

 
  

２ 記載要領 

「理由」欄には、電磁的方法による提供の承認について、その取消しを行った理由を記載する。 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

（追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

   

 

年末調整による不足額徴収繰延承認申請書の記載要領等 
 

１ 年末調整による不足額の徴収繰延べを受けられる人は、給与の最終支払月中に支払われる税引手取額

が給与の最終支払月の前月までの税引手取額の平均月割額の７割相当額に満たない人です。 

 

２ 年末調整による不足額の徴収繰延べを受けようとする人は、この申請書を「年末調整による不足額徴

収繰延承認（却下）通知書」と複写により作成の上、最後に給与の支払を受ける日の前日までに、年末

調整を行う給与の支払者を経由して給与の支払者の所轄税務署長に提出してください。 

 

３ 年末調整による不足額の徴収繰延べを受けようとする人については、その年最後の給与に対する所得

税法第185条又は第186条の規定による徴収税額の計算を省略することなく年末調整をしなければなり

ません。 

 

４ 徴収繰延べの承認を受けた人の源泉徴収簿には、その「摘要」欄に税務署長の承認月日、承認番号等

を記載して徴収猶予の事績を明らかにしておいてください。 

 

５ 各欄の記載方法 

(1) 「給与の最終支払月中に支払われる給与」欄には、その年最後の給与の支払をする日の属する月

中に支払われる給与の総額（その年最終の給与の支払をする日の属する月中に普通給与と賞与があ

るときは、その合計額）を記載します。 

(2) 「給与の最終支払月の前月までの税引手取額の平均月割額」欄には、その年１月から給与の最終

支払月の前月までの間に支払われた給与の総額から、当該給与について徴収された税額の総額を控

除した残額を、当該給与の支払月数で除して得た金額を記載します。 

(3) 「年末調整による不足額のうちその年徴収すべき不足額」欄には､｢年末調整による不足額」欄の

金額が「承認額」欄の金額を超えるときに限り記載します。 

(4) 「徴収繰延を受けようとする額とその月別徴収額」欄の「１月｣､「２月」欄に記載する金額は､｢年

末調整による不足額」欄の金額を２分の１して求めますが、年末調整による不足額のうち、その年

徴収された不足額のあった人については、年末調整による不足額のうちその年徴収された不足額を

控除した残額を２分の１して求め、それぞれ「１月｣､「２月」欄に記載します。 

なお、２分の１の計算に当たって生じた端数は、すべて１月に徴収する金額とします。 

(5) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士等

が署名押印してください。 

(6) 「※」欄は、記載しないでください。 

 

６ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に
関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受託
者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

年末調整による不足額徴収繰延承認申請書の記載要領等 
 

１ 年末調整による不足額の徴収繰延べを受けられる人は、給与の最終支払月中に支払われる税引手取額

が給与の最終支払月の前月までの税引手取額の平均月割額の７割相当額に満たない人です。 

 

２ 年末調整による不足額の徴収繰延べを受けようとする人は、この申請書を「年末調整による不足額徴

収繰延承認（却下）通知書」と複写により作成の上、最後に給与の支払を受ける日の前日までに、年末

調整を行う給与の支払者を経由して給与の支払者の所轄税務署長に提出してください。 

 

３ 年末調整による不足額の徴収繰延べを受けようとする人については、その年最後の給与に対する所得

税法第185条又は第186条の規定による徴収税額の計算を省略することなく年末調整をしなければなり

ません。 

 

４ 徴収繰延べの承認を受けた人の源泉徴収簿には、その「摘要」欄に税務署長の承認月日、承認番号等

を記載して徴収猶予の事績を明らかにしておいてください。 

 

５ 各欄の記載方法 

(1) 「給与の最終支払月中に支払われる給与」欄には、その年最後の給与の支払をする日の属する月

中に支払われる給与の総額（その年最終の給与の支払をする日の属する月中に普通給与と賞与があ

るときは、その合計額）を記載します。 

(2) 「給与の最終支払月の前月までの税引手取額の平均月割額」欄には、その年１月から給与の最終

支払月の前月までの間に支払われた給与の総額から、当該給与について徴収された税額の総額を控

除した残額を、当該給与の支払月数で除して得た金額を記載します。 

(3) 「年末調整による不足額のうちその年徴収すべき不足額」欄には､｢年末調整による不足額」欄の

金額が「承認額」欄の金額を超えるときに限り記載します。 

(4) 「徴収繰延を受けようとする額とその月別徴収額」欄の「１月｣､「２月」欄に記載する金額は､｢年

末調整による不足額」欄の金額を２分の１して求めますが、年末調整による不足額のうち、その年

徴収された不足額のあった人については、年末調整による不足額のうちその年徴収された不足額を

控除した残額を２分の１して求め、それぞれ「１月｣､「２月」欄に記載します。 

なお、２分の１の計算に当たって生じた端数は、すべて１月に徴収する金額とします。 

(5) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士等

が署名押印してください。 

(6) 「※」欄は、記載しないでください。 

 

（追 加） 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に
関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受託
者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

   

 
年 末 調 整 に よ る 不 足 額 徴 収 繰 延 承 認 申 請 書 
年末調整による不足額徴収繰延承認（却下）通知書 

 

１ 使用目的 

「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書｣(源 1406-1）は、年末調整による不足額の徴収繰延べについて承認又

は却下の決裁を受ける際に使用する。 

また､｢年末調整による不足額徴収繰延承認（却下）通知書｣(源 1406-2）は、源泉徴収義務者に承認又は却下の内容

を通知する際に使用する。 

２ 記載要領 

(1) 年末調整による不足額徴収繰延承認申請書 

項 目 記 載 要 領 

税 務 署 処 理 欄 

（ 処 理 ） 

決裁を受けた際に以下の項目を記載するとともに、決裁結果に応じて「承認」又は「却

下」を○で囲む。 

① 起案年月日 

② 決裁年月日 

③ 施行年月日 

④ 承認申請を却下した場合の却下理由 

 

(2) 年末調整による不足額徴収繰延承認（却下）通知書 

項 目 記 載 要 領 

標題及び通知文の

「承認（却下）」の文言 

決裁結果に応じて、承認又は却下の文字を抹消する。 

 

教 示 

 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を記載する。 

 また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当

該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する。 

 なお、承認通知を行う場合は、教示文を送付しない。 

 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書を承認申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14

年法律第99号）第2条第 6項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者に

よる同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

（追 加）  

年 末 調 整 に よ る 不 足額徴収繰 延承 認申請書 
年末調整による不足額徴収繰延承認（却下）通知書 

 

１ 使用目的 

「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書｣(源 1406-1）は、年末調整による不足額の徴収繰延べについて承認又

は却下の決裁を受ける際に使用する。 

また､｢年末調整による不足額徴収繰延承認（却下）通知書｣(源 1406-2）は、源泉徴収義務者に承認又は却下の内容

を通知する際に使用する。 

２ 記載要領 

(1) 年末調整による不足額徴収繰延承認申請書 

項 目 記 載 要 領 

税 務 署 処 理 欄 

（ 処 理 ） 

決裁を受けた際に以下の項目を記載するとともに、決裁結果に応じて「承認」又は「却

下」を○で囲む。 

① 起案年月日 

② 決裁年月日 

③ 施行年月日 

④ 承認申請を却下した場合の却下理由 

 

(2) 年末調整による不足額徴収繰延承認（却下）通知書 

項 目 記 載 要 領 

標題及び通知文の

「承認（却下）」の文言 

決裁結果に応じて、承認又は却下の文字を抹消する。 

 

教 示 

 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を記載する。 

 また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当

該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する。 

 なお、承認通知を行う場合は、教示文を送付しない。 

 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書を承認申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14

年法律第 99号）第 2条第 6項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第 9項に規定する特定信書便事業者に

よる同条第 2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「氏名又は名称」の欄には、受託者の法人名

又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度 
に 関 す る 承 認 申 請 書 の 記 載 要 領 等 

 

１ 提出部数 

この申請書は、２部提出してください。 

 

２ 添付書類 

この申請書には、次の書類をそれぞれ１部添付してください。 

① 貴互助会の設立に係る条例 

② 貴互助会の定款又は規約 

③ 貴互助会の決算書（直前事業年度に係るもの） 

④ 貴互助会の予算書（現事業年度に係るもの） 

 

３ 各欄は、次により記載してください。 

(1) 「名称」、「所在地」、「代表者氏名」及び「代表者の住所又は居所」の各欄には、申請者（互助

会）の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所若しくは居所をそれぞれ記

載してください。 

(2) 「①」から「③」の各欄には、それぞれに掲げる要件を備えていることの事実を記載してくだ

さい。 

(3) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士

等が署名押印してください。 

(4) 「※」欄は、記載しないでください。 

 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、

国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄

には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 
地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度 
に 関 す る 承 認 申 請 書 の 記 載 要 領 等 

 

１ 提出部数 

この申請書は、２部提出してください。 

 

２ 添付書類 

この申請書には、次の書類をそれぞれ１部添付してください。 

① 貴互助会の設立に係る条例 

② 貴互助会の定款又は規約 

③ 貴互助会の決算書（直前事業年度に係るもの） 

④ 貴互助会の予算書（現事業年度に係るもの） 

 

３ 各欄は、次により記載してください。 

(1) 「名称」、「所在地」、「代表者氏名」及び「代表者の住所又は居所」の各欄には、申請者（互助

会）の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所若しくは居所をそれぞれ記

載してください。 

(2) 「①」から「③」の各欄には、それぞれに掲げる要件を備えていることの事実を記載してくだ

さい。 

(3) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士

等が署名押印してください。 

(4) 「※」欄は、記載しないでください。 

 

（追 加）３ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、

国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄

には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認申請の承認通知書 
地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認申請の却下通知書 

 

１ 使用目的 

「地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認申請の承認通知書｣(源 1408) 及び「地方公共団体

の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認申請の却下通知書｣(源 1409) は、地方公共団体の互助会が行う職員

の相互扶助制度に関する承認申請について、申請者に承認又は却下の通知を行う際に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 記 載 要 領 

本文の「平成 年 

月 日付でされた」

の空白欄 

地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認申請書の提出年月日を記

載する。 

（却下通知書の）

「（ 理 由 ）」 欄 
承認を受けるために必要な要件を欠くと認められる事実を記載する。 

教 示 

 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を記載する。 

 また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当

該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する。 

 なお、承認通知を行う場合は、教示文を送付しない。 

３ 送付に当たっての留意事項 

却下通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「名称」の欄には、受託者の法人名又は氏名

のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 

 
地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認申請の承認通知書 
地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認申請の却下通知書 

 

１ 使用目的 

「地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認申請の承認通知書｣(源 1408) 及び「地方公共団体

の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認申請の却下通知書｣(源 1409) は、地方公共団体の互助会が行う職員

の相互扶助制度に関する承認申請について、申請者に承認又は却下の通知を行う際に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 記 載 要 領 

本文の「平成 年 

月 日付でされた」

の空白欄 

地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認申請書の提出年月日を記

載する。 

（却下通知書の）

「（ 理 由 ）」 欄 
承認を受けるために必要な要件を欠くと認められる事実を記載する。 

教 示 

 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を記載する。 

 また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当

該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する。 

 なお、承認通知を行う場合は、教示文を送付しない。 

３ 送付に当たっての留意事項 

却下通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

（追 加）４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「名称」の欄には、受託者の法人名又は氏名

のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認の取消通知書 

 

１ 使用目的 

「地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認の取消通知書」(源 1410-2)(以下「通知書」という｡)

は、地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認について、申請者に当該承認を取り消した旨を通

知する際に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 記 載 要 領 

本文の「平成 年 月 

日以後」の空白欄 

地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認の取消しの施行年月日

（通知書の右上の日付）を記載する。 

（ 理 由 ） 承認を受けるために必要な要件を欠くに至ったと認められる事実を記載する。 

教 示 

 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を記載する。 

 また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当

該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する。 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「名称」の欄には、受託者の法人名又は氏名

のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 

 
地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認の取消通知書 

 

１ 使用目的 

「地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認の取消通知書」(源 1410-2)(以下「通知書」という｡)

は、地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認について、申請者に当該承認を取り消した旨を通

知する際に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 記 載 要 領 

本文の「平成 年 月 

日以後」の空白欄 

地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認の取消しの施行年月日

（通知書の右上の日付）を記載する。 

（ 理 由 ） 承認を受けるために必要な要件を欠くに至ったと認められる事実を記載する。 

教 示 

 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を記載する。 

 また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当

該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する。 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

（追 加） 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「名称」の欄には、受託者の法人名又は氏名

のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 

特定退職金共済団体に関する承認申請書の記載要領等 

 

１ 提出部数 

この申請書は、３部提出してください。 

 

２ 添付書類 

この申請書の提出時に、次の書類をそれぞれ１部添付してください。 

① 退職金共済規程及び退職金共済事業目論見書 

② 民法第34条の規定により設立された法人は、①のほかに定款又は寄附行為 

 なお、民法第34条の規定により設立された法人で退職金共済事業以外の業務を併せて行うものは、

その退職金共済事業以外の業務の説明書及びその法人において退職金共済事業が主たる事業である

ことの説明書 

③ 退職金共済規程が条例に基づいて定められている市町村等は、その条例 

 

３ 各欄は、次により記載してください。 

(1) 「名称｣､「所在地｣､「代表者氏名」及び「退職金共済事業の責任者氏名」の各欄には、申請者の

名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び退職金共済事業の責任者の氏名をそれぞれ記載し

てください。 

(2) 「申請時において退職金共済事業へ加入することの見込まれる事業者の数及び被共済者となるこ

との見込まれるその従業員の数」欄には、申請書を提出する時において退職金共済事業に加入する

ことの見込まれる事業主の数及び被共済者となることの見込まれるその雇用する使用人の数を記載

してください。 

(3) 「承認の取消しを受けたことがある場合には、その取消し通知を受けた年月日」欄は、所得税法

施行令第75条第１項の規定により特定退職金共済団体の承認の取消しを受けた後、再びこの申請書

を提出する場合に、その取消し通知を受けた日を記載してください。 

(4) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士等

が署名押印してください。 

(5) 「※」欄は、記載しないでください。 

 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に

関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受託

者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 

特定退職金共済団体に関する承認申請書の記載要領等 

 

１ 提出部数 

この申請書は、３部提出してください。 

 

２ 添付書類 

この申請書の提出時に、次の書類をそれぞれ１部添付してください。 

① 退職金共済規程及び退職金共済事業目論見書 

② 民法第34条の規定により設立された法人は、①のほかに定款又は寄付行為 

 なお、民法第34条の規定により設立された法人で退職金共済事業以外の業務を併せて行うものは、

その退職金共済事業以外の業務の説明書及びその法人において退職金共済事業が主たる事業である

ことの説明書 

③ 退職金共済規程が条例に基づいて定められている市町村等は、その条例 

 

３ 各欄は、次により記載してください。 

(1) 「名称｣､「所在地｣､「代表者氏名」及び「退職金共済事業の責任者氏名」の各欄には、申請者の

名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び退職金共済事業の責任者の氏名をそれぞれ記載し

てください。 

(2) 「申請時において退職金共済事業へ加入することの見込まれる事業者の数及び被共済者となるこ

との見込まれるその従業員の数」欄には、申請書を提出する時において退職金共済事業に加入する

ことの見込まれる事業主の数及び被共済者となることの見込まれるその雇用する使用人の数を記載

してください。 

(3) 「承認の取消しを受けたことがある場合には、その取消し通知を受けた年月日」欄は、所得税法

施行令第75条第１項の規定により特定退職金共済団体の承認の取消しを受けた後、再びこの申請書

を提出する場合に、その取消し通知を受けた日を記載してください。 

(4) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士等

が署名押印してください。 

(5) 「※」欄は、記載しないでください。 

 

（追 加）４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に

関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受託

者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 

特定退職金共済団体に関する変更承認申請書の記載要領等 

 

１ 提出部数 

この申請書は、２部提出してください。 

 

２ 添付書類 

この申請書の提出時に、次の書類をそれぞれ１部添付してください。 

① 変更後及び変更前の規程（条例に基づいて規程が定められているものについては、当該条例） 

② 民法第34条の規定により設立された法人である場合は、定款又は寄付行為 

なお、民法第 34 条の規定により設立された法人で退職金共済事業以外の業務を併せて行うもの

は、その退職金共済事業以外の業務の説明書及びその法人において退職金共済事業が主たる事業で

あることの説明書 

③ その他参考となる書類 

 

３ 各欄は、次により記載してください。 

(1) 「名称｣､「所在地｣､「代表者氏名」及び「退職金共済事業の責任者氏名」の各欄には、申請者

の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び退職金共済事業の責任者の氏名をそれぞれ記

載してください。 

(2) 「変更の内訳」欄には、規程の変更の内容を項目別に簡記してください。 

なお、この欄に記載しきれないときは、適宜別紙を使用して記載してください。 

(3) 「上記の変更を行うこととする事情等」欄には、規程を変更する理由その他参考となる事項を

記載してください。 

(4) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士

等が署名押印してください。 

(5) 「※」欄は、記載しないでください。 

 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税

に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、

受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 

特定退職金共済団体に関する変更承認申請書の記載要領等 

 

１ 提出部数 

この申請書は、２部提出してください。 

 

２ 添付書類 

この申請書の提出時に、次の書類をそれぞれ１部添付してください。 

① 変更後及び変更前の規程（条例に基づいて規程が定められているものについては、当該条例） 

② 民法第34条の規定により設立された法人である場合は、定款又は寄付行為 

なお、民法第 34 条の規定により設立された法人で退職金共済事業以外の業務を併せて行うもの

は、その退職金共済事業以外の業務の説明書及びその法人において退職金共済事業が主たる事業で

あることの説明書 

③ その他参考となる書類 

 

３ 各欄は、次により記載してください。 

(1) 「名称｣､「所在地｣､「代表者氏名」及び「退職金共済事業の責任者氏名」の各欄には、申請者

の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び退職金共済事業の責任者の氏名をそれぞれ記

載してください。 

(2) 「変更の内訳」欄には、規程の変更の内容を項目別に簡記してください。 

なお、この欄に記載しきれないときは、適宜別紙を使用して記載してください。 

(3) 「上記の変更を行うこととする事情等」欄には、規程を変更する理由その他参考となる事項を

記載してください。 

(4) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士

等が署名押印してください。 

(5) 「※」欄は、記載しないでください。 

 

（追 加）４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税

に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、

受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
特定 退職金共済団体 に関する承認・ 変更承認通知 書 
特定退職金共済団体に関する承認・変更承認申請の却下通知書 

 

１ 使用目的 

「特定退職金共済団体に関する承認・変更承認通知書｣(源 1413) 及び「特定退職金共済団体に関する承認・変更承

認申請の却下通知書｣(源 1414) は、特定退職金共済団体に関する承認申請又は変更承認申請に対して、申請者に承認

又は却下の旨を通知する際に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 記 載 要 領 

標題及び本文の「承

認  変更承認」 
その承認の種類に応じて不要な文字を抹消する。 

本 文 の 空 白 欄 その申請者の態様に応じて「貴会｣､「貴会議所」のように記載する。 

本文の「平成 年 

月 日付でされた」

の空白欄 

特定退職金共済団体に関する承認申請書又は特定退職金共済団体に関する変更承認申請

書の提出年月日を記載する。 

（ 理 由 ） 
特定退職金共済団体に関する承認申請又は特定退職金共済団体に関する変更承認申請を

却下した理由を記載する。 

教 示 

 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を記載する。 

 また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当

該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する。 

 なお、承認・変更承認通知の場合は、教示文を送付しない。 

３ 送付に当たっての留意事項 

却下通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「名称」の欄には、受託者の法人名又は氏名

のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 

 
特 定 退職 金共 済団 体に 関す る 承認・変 更承 認通 知書 
特定退職金共済団体に関する承認・変更承認申請の却下通知書 

 

１ 使用目的 

「特定退職金共済団体に関する承認・変更承認通知書｣(源 1413) 及び「特定退職金共済団体に関する承認・変更承

認申請の却下通知書｣(源 1414) は、特定退職金共済団体に関する承認申請又は変更承認申請に対して、申請者に承認

又は却下の旨を通知する際に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 記 載 要 領 

標題及び本文の「承

認  変更承認」 
その承認の種類に応じて不要な文字を抹消する。 

本 文 の 空 白 欄 その申請者の態様に応じて「貴会｣､「貴会議所」のように記載する。 

本文の「平成 年 

月 日付でされた」

の空白欄 

特定退職金共済団体に関する承認申請書又は特定退職金共済団体に関する変更承認申請

書の提出年月日を記載する。 

（ 理 由 ） 
特定退職金共済団体に関する承認申請又は特定退職金共済団体に関する変更承認申請を

却下した理由を記載する。 

教 示 

 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を記載する。 

 また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当

該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する。 

 なお、承認・変更承認通知の場合は、教示文を送付しない。 

３ 送付に当たっての留意事項 

却下通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

（追 加）４ 留意事項 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
特定退職金共済団体に関する承認の取消通知書 

 

１ 使用目的 

「特定退職金共済団体に関する承認の取消通知書｣(源 1415-2)(以下「通知書」という｡)は、特定退職金共済団体に

関する承認について、申請者へ承認を取り消した旨を通知する際に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 記 載 要 領 

本 文 の 空 白 欄 団体の態様に応じて「貴会｣､「貴会議所」のように記載する。 

本文の「平成 年 

月 日以後」の空白欄 

地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認の取消しの施行年月日

（通知書の右上の日付）を記載する。 

（ 理 由 ） 承認を受けるために必要な要件を欠くに至ったと認められる事実を記載する。 

教 示 

 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を記載する。 

 また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当

該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する。 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「名称」の欄には、受託者の法人名又は氏名

のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 

 
特定退職金共済団体に関する承認の取消通知書 

 

１ 使用目的 

「特定退職金共済団体に関する承認の取消通知書｣(源 1415-2)(以下「通知書」という｡)は、特定退職金共済団体に

関する承認について、申請者へ承認を取り消した旨を通知する際に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 記 載 要 領 

本 文 の 空 白 欄 団体の態様に応じて「貴会｣､「貴会議所」のように記載する。 

本文の「平成 年 

月 日以後」の空白欄 

地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認の取消しの施行年月日

（通知書の右上の日付）を記載する。 

（ 理 由 ） 承認を受けるために必要な要件を欠くに至ったと認められる事実を記載する。 

教 示 

 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を記載する。 

 また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当

該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する。 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

（追 加）４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「名称」の欄には、受託者の法人名又は氏名

のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

     税務署長 殿         年  月  日提出 
   〒            ﾌﾘｶﾞﾅ  
住 所             氏 名             ○印  
(居所)             職 業   電話(   )  －    

平成  年分 源泉所得税の徴収猶予・還付申請書（災免用）給与等・公的年金等・報酬等 

１ 被害の状況  あなたが受けた被害の状況を、次の欄に書き入れてください。 
なお、①及び②の損害割合が 50％未満のときは提出できません。 

災害の 
原 因 

被 害 を 

受けた日 
被災財産の所在地 

 
被災直前の価額 

Ａ 

損 害 額 
（Ａ×被害割合） 

Ｂ 

保険金などで補
てんされる金額 

Ｃ 

差引損害額 
（Ｂ－Ｃ） 

Ｄ 

損害割合 
（Ｄ／Ａ） 

Ｅ 
住
宅 

    ％

 ・ ・  
家
財 

    ％

２ 所得の見積額  あなたの今年の所得の見積額を、次の欄に書き入れてください。 
なお、③の金額が 1,000 万円を超えるときは提出できません。 

所得の種類 種 目 所 得 の 生 ず る 場 所 
 

収 入 金 額 
Ａ 

 
必 要 経 費 等 

Ｂ 

事 業 専 従 者 
控 除 額 

Ｃ  
所得金額 

（Ａ－Ｂ－Ｃ） 

   円 円 円 円 

       

       

合   計（租税特別措置法の規定により分離課税となる利子所得及び一定の配当所得などは除きます。）  

３ 徴収猶予期間  あなたが徴収猶予又は還付を受けようとする給与等、公的年金等、報酬等の別及びその支払者の 
又は還付金額等  名称並びに徴収猶予を受けようとする期間又は還付を受けようとする金額を書き入れてください。 

給与等、公的年金等、報酬等の別 給与等、公的年金等、報酬等の支払者の名称 給与等、公的年金等、報酬等の支払者の所在地 

   

   

   

徴収猶予期間 還付を受けようとする額 
円 

（
裏
面
を
参
照
） 

・  ・   から 

・  ・   まで 
※ 還付される税金の受取場所を 
右記に書き入れてください。 

イ 銀行等      銀行           本店･本所 
金庫･組合        出 張 所 

           農協･漁協        支店･支所 
          預金  口座番号            
ロ ゆうちょ銀行の貯金口座 
      貯金口座の記号番号     －          
ハ 郵便局等窓口             

４ 支払者の証明  あなたが給与等又は公的年金等について徴収された税額の還付を受けようとする場合 
          には、次の欄に給与等又は公的年金等の支払者の証明を受けてください。 
給与等又は公的年金等の支払者がこの申請書を受け付けた日 平成   年   月   日 

今年の１月からこの申請書を受け付けた日までの間に、申請者に支払った給与等又は公
的年金等から徴収した税額（内訳は別紙のとおり。） 

円 

上の税額の納付先税務署長 税務署長 

（支払者の証明） 
    上記のとおり相違ありません。               所在地                        
                  給与等又は公的年金等の支払者の 
      平成  年  月  日                名 称                    ○印 

 
※ 税務署処理欄（この欄には書かないでください。） 

署 長 副署長 統括官 担当者 整理簿 管理部門 通 信 日 付 印 確 認 印起
案 ・   ・ 

決
裁 ・   ・ 

      
年   月   日  

区 分 災害直前の価額 損 害 額 補てん金額 差引損害額 損害割合 

住 宅 円 円 円 円 ％ 

調
査
事
項 家 財      

（摘要） 

還 付 承 認 ・ 却 下 (還付税額)        円 処
理
区
分 徴収猶予 承 認 ・ 却 下 

（猶予期間） 
自  ・  ・  
至  ・  ・  

(猶予税額) 

全額・半額 

却
下
事
由 

 

20．06 改正                                         

 索引番号 この欄には 
書かないで 
ください。   

① 

② 

③ 

（
規
格
Ａ
４
） 

     税務署長 殿         年  月  日提出 
   〒            ﾌﾘｶﾞﾅ  
住 所             氏 名             ○印  
(居所)             職 業   電話(   )  －    

平成  年分 源泉所得税の徴収猶予・還付申請書（災免用）給与等・公的年金等・報酬等 

１ 被害の状況  あなたが受けた被害の状況を、次の欄に書き入れてください。 
なお、①及び②の損害割合が 50％未満のときは提出できません。 

災害の 
原 因 

被 害 を 

受けた日 
被災財産の所在地 

 
被災直前の価額 

Ａ 

損 害 額 
（Ａ×被害割合） 

Ｂ 

保険金などで補
てんされる金額 

Ｃ 

差引損害額 
（Ｂ－Ｃ） 

Ｄ 

損害割合 
（Ｄ／Ａ） 

Ｅ 
住
宅 

    ％

 ・ ・  
家
財 

    ％

２ 所得の見積額  あなたの今年の所得の見積額を、次の欄に書き入れてください。 
なお、③の金額が 1,000 万円を超えるときは提出できません。 

所得の種類 種 目 所 得 の 生 ず る 場 所 
 

収 入 金 額 
Ａ 

 
必 要 経 費 等 

Ｂ 

事 業 専 従 者 
控 除 額 

Ｃ  
所得金額 

（Ａ－Ｂ－Ｃ） 

   円 円 円 円 

       

       

合   計（租税特別措置法の規定により分離課税となる利子所得及び一定の配当所得などは除きます。）  

３ 徴収猶予期間  あなたが徴収猶予又は還付を受けようとする給与等、公的年金等、報酬等の別及びその支払者の 
又は還付金額等  名称並びに徴収猶予を受けようとする期間又は還付を受けようとする金額を書き入れてください。 

給与等、公的年金等、報酬等の別 給与等、公的年金等、報酬等の支払者の名称 給与等、公的年金等、報酬等の支払者の所在地 

   

   

   

徴収猶予期間 還付を受けようとする額 
円 

（
裏
面
を
参
照
） 

・  ・   から 

・  ・   まで 
※ 還付される税金の受取場所を 
右記に書き入れてください。 

イ 銀行等      銀行･金庫･組合       本店･本所 
            農協・漁協        支店･支所 
          預金  口座番号            
ロ 日本郵政公社の通常貯金口座 
      通常貯金の記号番号     －          
ハ 郵便局窓口         郵便局 

４ 支払者の証明  あなたが給与等又は公的年金等について徴収された税額の還付を受けようとする場合 
          には、次の欄に給与等又は公的年金等の支払者の証明を受けてください。 
給与等又は公的年金等の支払者がこの申請書を受け付けた日 平成   年   月   日 

今年の１月からこの申請書を受け付けた日までの間に、申請者に支払った給与等又は公
的年金等から徴収した税額（内訳は別紙のとおり。） 

円 

上の税額の納付先税務署長 税務署長 

（支払者の証明） 
    上記のとおり相違ありません。               所在地                        
                  給与等又は公的年金等の支払者の 
      平成  年  月  日                名 称                    ○印 

 
※ 税務署処理欄（この欄には書かないでください。） 

署 長 副署長 統括官 担当者 整理簿 管理部門 通 信 日 付 印 確 認 印起
案 

・   ・ 

決
裁 

・   ・ 

      
年   月   日  

区 分 災害直前の価額 損 害 額 補てん金額 差引損害額 損害割合 

住 宅 円 円 円 円 ％ 

調
査
事
項 家 財      

（摘要） 

還 付 承 認 ・ 却 下 (還付税額)        円 処
理
区
分 徴収猶予 承 認 ・ 却 下 

（猶予期間） 
自  ・  ・  
至  ・  ・  

(猶予税額) 

全額・半額 

却
下
事
由 

 

18．06 改正                                         

 索引番号 この欄には 
書かないで 
ください。   

① 

② 

③ 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書 

 
※整理番号  

（フリガナ）  

名 称 
 

所 在 地 

〒 
 
 

電話    －    －  
（フリガナ）  

 
 
 
 

平成  年  月  日 

 
 

税務署長殿 代 表 者 氏 名 ○印  

平成  年分年末調整により生じた過納額については                     の事由により

還付することができなくなったので、所得税法施行令第313条第2項の規定により、下記のとおり還付を請求します。 

還付を受けようとする年末調整により生じた過納額 円 

還付金の受領人 
(注)源泉徴収義務者(代理人)が還付を受ける場合には、還付金の受領に便利な場所を次
の欄に記入してください。 

ロ ゆうちょ銀行の貯金口座 

 貯金口座の記号番号     －          
□ 源泉徴収義務者(代理人) 

□ 直 接 本 人 

イ 銀行等 
        銀   行      本店・本所 
        金庫・組合      出 張 所 
        農協・漁協      支店・支所 

      預 金  口座番号          ハ 郵便局等窓口                

残 存 過 納 額 明 細 書 
※  税 務 署 整 理 欄 Ａのうち現在までに 

充当又は還付した額 還付加算金 住    所 氏   名 
年末調整
に よ る 
超過額Ａ 月日 金 額 Ｂ 

差引残存 
過 納 額 
(A-B) Ｃ 

年末調整
を行った
年 月 日 日数 金 額 Ｄ 

還付額合計 
(C＋D) Ｅ 

  円 
･ 

円 円 
･ ･ 

日 円 円

   
･ 

  
･ ･ 

   

   
･ 

  
･ ･ 

   

   
･ 

  
･ ･ 

   

   
･ 

  
･ ･ 

   

   
･ 

  
･ ･ 

   

   
･ 

  
･ ･ 

   

   
･ 

  
･ ･ 

   

合     計 
（     名） 

円  円 円   円 円

 

税 理 士 署 名 押 印 ○印   

 
署 長 副署長 統括官 担当者 整理簿 入力 管理回付 施行日 通信日付印 確認印 起

案 
・ ・ 

決
裁 

・ ・ 
        

年  月  日 
 

※ 
税 
務 
署 
処 
理 
欄 

（摘要） 

 
20．06 改正                                （源１４２２－１）  

（
規
格
Ａ
４
） 

源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書 

 
※整理番号  

（フリガナ）  

名 称 
 

所 在 地 

〒 
 
 

電話    －    －  
（フリガナ）  

 
 
 
 

平成  年  月  日 

 
 

税務署長殿 代 表 者 氏 名 ○印  

平成  年分年末調整により生じた過納額については                     の事由により

還付することができなくなったので、所得税法施行令第313条第2項の規定により、下記のとおり還付を請求します。 

還付を受けようとする年末調整により生じた過納額 円 

還付金の受領人 
(注)源泉徴収義務者(代理人)が還付を受ける場合には、還付金の受領に便利な場所を次
の欄に記入してください。 

ロ 日本郵政公社の通常貯金口座 

 通常貯金の記号番号     －           
□ 源泉徴収義務者(代理人) 

□ 直 接 本 人 

イ 銀行等 
        銀   行      本店・本所 
        金庫・組合 
        農協・漁協      支店・支所 

      預 金  口座番号          ハ 郵便局窓口           郵便局   

残 存 過 納 額 明 細 書 
※  税 務 署 整 理 欄 Ａのうち現在までに 

充当又は還付した額 還付加算金 住    所 氏   名 
年末調整
に よ る 
超過額Ａ 月日 金 額 Ｂ 

差引残存 
過 納 額 
(A-B) Ｃ 

年末調整
を行った
年 月 日 日数 金 額 Ｄ 

還付額合計 
(C＋D) Ｅ 

  円 
･ 

円 円 
･ ･ 

日 円 円

   
･ 

  
･ ･ 

   

   
･ 

  
･ ･ 

   

   
･ 

  
･ ･ 

   

   
･ 

  
･ ･ 

   

   
･ 

  
･ ･ 

   

   
･ 

  
･ ･ 

   

   
･ 

  
･ ･ 

   

合     計 
（     名） 

円  円 円   円 円

 

税 理 士 署 名 押 印 ○印   

 
署 長 副署長 統括官 担当者 整理簿 入力 管理回付 施行日 通信日付印 確認印 起

案 
・ ・ 

決
裁 

・ ・ 
        

年  月  日 
 

※ 
税 
務 
署 
処 
理 
欄 

（摘要） 

 
18．06 改正                                （源１４２２－１）  

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

源 泉 所 得 税 の 誤 納 額 還 付 請 求 書 

 
※整理番号  

（フリガナ）  

名 称 

 

所 在 地 

〒 
 

 
電話    －    －  

（フリガナ）  

 
 
 
 
 

平成  年  月  日 

 
 
 
 

税務署長殿 代 表 者 氏 名 ○印  

源泉所得税の誤納額の還付を下記のとおり請求します。 

還付を受けようとする 
金        額 

円 左記の還付される税額は、下記のところで受けとります。 

イ 銀行等 
            銀   行          本店・本所 
            金庫・組合          出 張 所 
            農協・漁協          支店・支所 

        預 金    口座番号              

ロ ゆうちょ銀行の貯金口座 
 貯金口座の記号番号        －              

誤
納
を
生
じ
た
理
由 

 

ハ 郵便局等窓口               

納付年月日 所得の
種 類 

年月別 区  分 人  員 支給金額 税  額 
納付先税務署 

徴収高計算書に
記載したもの
（Ａ） 

人 円        円 
・ ・ 

正当計算による
もの（Ｂ） 

  
 

誤
納
額
の
計
算
内
容 

  

差引（Ａ－Ｂ）   
 

税務署

摘 
 
 
要 

 

添
付
書
類 

□帳簿書類の写し 

 

税 理 士 署 名 押 印 ○印   

 
署 長 副署長 統括官 担当者 整理簿 入 力  

起案 ・  ・ 

決裁 ・  ・ 
      

 

施行 
 

※ 
税 
務 
署 
処 
理 
欄 管理 

回付 
 

（摘要） 

 
20．06 改正                                  （源１４２３）  

（
規
格
Ａ
４
） 

源 泉 所 得 税 の 誤 納 額 還 付 請 求 書 

 
※整理番号  

（フリガナ）  

名 称 

 

所 在 地 

〒 
 

 
電話    －    －  

（フリガナ）  

 
 
 
 
 

平成  年  月  日 

 
 
 
 

税務署長殿 代 表 者 氏 名 ○印  

源泉所得税の誤納額の還付を下記のとおり請求します。 

還付を受けようとする 
金        額 

円 左記の還付される税額は、下記のところで受けとります。 

イ 銀行等 
            銀   行          本店・本所 
            金庫・組合 
            農協・漁協          支店・支所 

        預 金    口座番号              

ロ 日本郵政公社の通常貯金口座 
 通常貯金の記号番号        －              

誤
納
を
生
じ
た
理
由 

 

ハ 郵便局窓口           郵便局 

納付年月日 所得の
種 類 

年月別 区  分 人  員 支給金額 税  額 
差引誤納額 
（Ａ－Ｂ） 納付先税務署 

徴収高計算書
に記載したも
の 

人 円 Ａ 円 
・ ・ 

誤
納
額
の
計
算
内
容 

  
正当計算によ
るもの 

  
Ｂ 

円 

税務署

摘 
 
 
要 

 

添
付
書
類 

□帳簿書類の写し 

 

税 理 士 署 名 押 印 ○印   

 
署 長 副署長 統括官 担当者 整理簿 入 力 通信日付印 確認印 

起案 ・ ・ 

決裁 ・ ・ 
      

年 月 日 
 

施行 
 

※ 
税 
務 
署 
処 
理 
欄 管理 
回付 

 

（摘要） 

 

18．06 改正                                  （源１４２３） 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 

源 泉 所 得 税 の 誤 納 額 充 当 届 出 書 

 
※整理番号  

（フリガナ）  

名 称 

 

所 在 地 

〒 
 

 
電話    －    －  

（フリガナ）  

 
 
 
 
 

平成  年  月  日 

 
 
 
 

税務署長殿 代 表 者 氏 名 ○印  

下記の金額を平成   年   月分の給与所得から徴収して納付すべき税額に充当したいので届け出ます。 

充 当 し よ う と す る 給 与 等 の 誤 納 額 円  

誤
納
を
生
じ
た
理
由 

 

納付年月日 給与の
種 類 

年月別 区  分 人  員 支給金額 税  額 
納付先税務署 

徴収高計算書に
記載したもの
（Ａ） 

人 円        円 
・ ・ 

正当計算による
もの（Ｂ） 

  
 

誤
納
額
の
計
算
内
容 

  

差引（Ａ－Ｂ）   
 

税務署

摘 
 
 
要 

 

添
付
書
類 

□帳簿書類の写し 

 

税 理 士 署 名 押 印 ○印   

 

署 長 副署長 統括官 担当者 整理簿 入 力  
起案 ・  ・ 

決裁 ・  ・ 
      

 

処理 ・  ・ 

※ 
税 
務 
署 
処 
理 
欄   

（摘要） 

20．06 改正                                 （源１４２４） 

（
規
格
Ａ
４
） 

源 泉 所 得 税 の 誤 納 額 充 当 届 出 書 

 
※整理番号  

（フリガナ）  

名 称 

 

所 在 地 

〒 
 

 
電話    －    －  

（フリガナ）  

 
 
 
 
 

平成  年  月  日 

 
 
 
 

税務署長殿 代 表 者 氏 名 ○印  

下記の金額を平成   年   月分の給与所得から徴収して納付すべき税額に充当したいので届け出ます。 

充 当 し よ う と す る 給 与 等 の 誤 納 額 円  

誤
納
を
生
じ
た
理
由 

 

納付年月日 給与の
種 類 

年月別 区  分 人  員 支給金額 税  額 
差引誤納額 
（Ａ－Ｂ） 納付先税務署 

徴収高計算書
に記載したも
の 

人 円 Ａ     円 
・ ・ 

誤
納
額
の
計
算
内
容 

  
正当計算によ
るもの 

  
Ｂ 

円 

税務署

摘 
 
 
要 

 

添
付
書
類 

□帳簿書類の写し 

 

税 理 士 署 名 押 印 ○印   

 

署 長 副署長 統括官 担当者 整理簿 入 力  
起案 ・  ・ 

決裁 ・  ・ 
      

 

処理 ・  ・ 

※ 
税 
務 
署 
処 
理 
欄  

 

（摘要） 

 
18．06 改正                                   （源１４２４） 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の 
免除証明書を交付できないことの通知書 

 
１ 使用目的 

「外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書を交付できないことの通知書｣(源 1434)は、外国法人又は

非居住者に対する源泉徴収の免除証明書の交付要件に該当しないため、免除証明書を交付できない旨を申請者に通知

する際に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 記 載 要 領 

本文の「貴社（殿)｣ 申請者が法人の場合は｢(殿)｣を、個人の場合は「社(  )」を抹消する。 

本文の「空白の箇所」 
申請の種類に応じて「所得税法第180条」、「租税特別措置法施行令第３条の３」又は「所

得税法第 214条」と記載する。 

本文の「平成 年 

月 日付」の空白欄 

外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書の交付（追加）申請書の提出年月

日を記載する。 

教 示 

 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を記載する。 

 また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当

該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する。 

３ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「名称」の欄には、受託者の法人名又は氏名

のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 

 
外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の 
免除証明書を交付できないことの通知書 

 
１ 使用目的 

「外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書を交付できないことの通知書｣(源 1434)は、外国法人又は

非居住者に対する源泉徴収の免除証明書の交付要件に該当しないため、免除証明書を交付できない旨を申請者に通知

する際に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 記 載 要 領 

本文の「貴社（殿)｣ 申請者が法人の場合は｢(殿)｣を、個人の場合は「社(  )」を抹消する。 

本文の「空白の箇所」 
申請の種類に応じて「所得税法第180条」、「租税特別措置法施行令第３条の３」又は「所

得税法第 214条」と記載する。 

本文の「平成 年 

月 日付」の空白欄 

外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書の交付（追加）申請書の提出年月

日を記載する。 

教 示 

 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を記載する。 

 また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当

該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する。 

（追 加）３ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がその法人

課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「名称」の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、

その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 

源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人又は非居住者が 

証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出書の記載要領等 

 

１ 「名称」､「所在地」及び「代表者その他の責任者の氏名」の各欄には、日本における法人税又は所

得税の納税地にある事務所等の名称、所在地及び代表者その他の責任者の氏名をそれぞれ記載してくだ

さい。 

なお、「納税管理人」欄は、届け出た納税管理人が当該責任者と異なるときに、その納税管理人の氏

名を記載してください。 

２ 「①」欄は、証明書の交付の要件に係る規定、及び交付を受けていた証明書の交付年月日、部数及び

証明書番号をそれぞれの空欄に記載してください。 

３ 「②」欄には、届出者が、所得税法施行令第304条又は同令第330条に掲げる要件に該当しなくなっ

たことの事情の詳細を記載してください。 

４ 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署

名押印してください。 

５ 「※」欄は、記載しないでください。 

６ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税

に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受

託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 

源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人又は非居住者が 

証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出書の記載要領等 

 

１ 「名称」､「所在地」及び「代表者その他の責任者の氏名」の各欄には、日本における法人税又は所

得税の納税地にある事務所等の名称、所在地及び代表者その他の責任者の氏名をそれぞれ記載してくだ

さい。 

なお、「納税管理人」欄は、届け出た納税管理人が当該責任者と異なるときに、その納税管理人の氏

名を記載してください。 

２ 「①」欄は、証明書の交付の要件に係る規定、及び交付を受けていた証明書の交付年月日、部数及び

証明書番号をそれぞれの空欄に記載してください。 

３ 「②」欄には、届出者が、所得税法施行令第304条又は同令第330条に掲げる要件に該当しなくなっ

たことの事情の詳細を記載してください。 

４ 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署

名押印してください。 

５ 「※」欄は、記載しないでください。 

（追 加）６ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税

に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受

託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

第304条 
所得税法施行令     に規定する要件に該当しないこととなり、又は所得税法 

第330条 

第 180 条第１項各号 
に規定する外国法人若しくは非居住者に該当しなくなったこと 

第 214 条第１項各号 

の通知書 
 

１ 使用目的 

第304条                                                            第 180条第１項各号 
「所得税法施行令        に規定する要件に該当しないこととなり、又は所得税法                          に規定する外国 第330条                                                            第 214条第１項各号 
法人若しくは非居住者に該当しなくなったことの通知書」は、外国法人等に対する源泉徴収の免除証明書の交付要

件に該当しないこととなったことなどについて免除証明書の交付を受けている外国法人又は非居住者に対し通知す

るために使用する。 

２ 記載要領 

 (1) 不要部分を抹消する。 

 (2) 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の納税地を管轄する税務

署名を記載する。 

   また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当該税務署の管轄区域を

管轄する国税不服審判所名を記載する。 

３ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「氏名または名称」の欄には、受託者の法人

名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 

 

 

第304条 
所得税法施行令     に規定する要件に該当しないこととなり、又は所得税法 

第330条 

第 180 条第１項各号 
に規定する外国法人若しくは非居住者に該当しなくなったこと 

第 214 条第１項各号 

の通知書 
 

１ 使用目的 

第304条                                                            第 180条第１項各号 
「所得税法施行令        に規定する要件に該当しないこととなり、又は所得税法                          に規定する外国 第330条                                                            第 214条第１項各号 
法人若しくは非居住者に該当しなくなったことの通知書」は、外国法人等に対する源泉徴収の免除証明書の交付要

件に該当しないこととなったことなどについて免除証明書の交付を受けている外国法人又は非居住者に対し通知す

るために使用する。 

２ 記載要領 

 (1) 不要部分を抹消する。 

 (2) 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の納税地を管轄する税務

署名を記載する。 

   また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当該税務署の管轄区域を

管轄する国税不服審判所名を記載する。 

（追 加）３ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がその法人

課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「氏名または名称」の欄には、受託者の法人名又は

氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 

 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 

源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人又は 

非居住者の名称、所在地等の変更届出書の記載要領等 

 

１ 法人税又は所得税の納税地にある事務所等の「名称｣､「所在地」及び「代表者その他の責任者の氏名」

の各欄には、日本における法人税又は所得税の納税地にある事務所等の名称、所在地、電話番号及び代

表者その他の責任者の氏名を記載してください。 

２ 国外にある本店又は主たる事務所等の「名称｣､「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、それぞれ

届出者の氏名又は名称、住所並びに国内に居所がある場合はその居所又は本店若しくは主たる事務所の

所在地及び代表者の氏名をそれぞれ記載してください。 

３ 「①」欄には、名称等の変更のあった年月日とともに、交付を受けていた証明書の交付年月日、部数

及び証明書番号を記載してください。 

４ 「②」欄には、変更のあった事項について、変更前と変更後の内容を該当欄に記載してください。 

５ 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士等が署

名押印してください。 

６ 「※」欄は、記載しないでください。 

７ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税

に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受

託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 

源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人又は 

非居住者の名称、所在地等の変更届出書の記載要領等 

 

１ 法人税又は所得税の納税地にある事務所等の「名称｣､「所在地」及び「代表者その他の責任者の氏名」

の各欄には、日本における法人税又は所得税の納税地にある事務所等の名称、所在地、電話番号及び代

表者その他の責任者の氏名を記載してください。 

２ 国外にある本店又は主たる事務所等の「名称｣､「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、それぞれ

届出者の氏名又は名称、住所並びに国内に居所がある場合はその居所又は本店若しくは主たる事務所の

所在地及び代表者の氏名をそれぞれ記載してください。 

３ 「①」欄には、名称等の変更のあった年月日とともに、交付を受けていた証明書の交付年月日、部数

及び証明書番号を記載してください。 

４ 「②」欄には、変更のあった事項について、変更前と変更後の内容を該当欄に記載してください。 

５ 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士等が署

名押印してください。 

６ 「※」欄は、記載しないでください。 

（追 加）７ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税

に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受

託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 

( )配当に対する所得税の軽減・免除
Relief from Japanese Income Tax on Dividends

  

この届出書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director,                     Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article     ,para.      

 
２ 配当の支払を受ける者に関する事項； 

Details of Recipient of Dividends 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 個 人 の 場 合 

Individual 
国 籍 

Nationality  

本店又は主たる事務所の所在地 
Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

設 立 又 は 組 織 さ れ た 場 所 
Place where the Corporation was 
established or organized 

 

法人その他の 
団 体 の 場 合 
 
Corporation 
or other 
entity 事業が管理・支配されている場所 

Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

下記「４」の配当につき居住者として課税される
国、納税地（注８） 

Country where the recipient is taxable as resident 
on Dividends mentioned in 4 below and the place 
where he is to pay tax (Note 8) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

名 称 
Name  

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan 
 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”, explain: 事 業 の 内 容 

Details of Business  

 
３ 配当の支払者に関する事項； 

Details of Payer of Dividends 

  名 称 
Full name  

  本 店 の 所 在 地 
Place of head office 

（電話番号 Telephone Number） 
 

 

  発行済株式のうち議決権のある株式の数(注９) 
Number of voting shares issued (Note 9)  

 
４ 上記「３」の支払者から支払を受ける配当で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項（注10）； 

Details of Dividends received from the Payer to which the Convention mentioned in 1 above is applicable (Note 10) 

元 本 の 種 類 
Kind of Principal 

銘 柄 又 は 名 称 
Description 

名 義 人 の 氏 名 又 は 名 称 ( 注 1 1 )
Name of Nominee of Principal(Note 11) 

元 本 の 取 得 年 月 日
Date of Acquisition of Principal 

□出資・株式・基金 
 Shares (Stocks) 
□株式投資信託 
 Stock investment trust 

   

元 本 の 数 量 
Quantity of Principal 

左 の う ち 議 決 権 の あ る 株 式 数 
Of which Quantity of Voting Shares 

配 当 の 支 払 期 日
Due Date for Payment 

配 当 の 金 額
Amount of Dividends 

    

 
５ その他参考となるべき事項（注12）； 

Others (Note 12) 
 

□ 限度税率    ％ 
Applicable Tax Rate

□ 免  税 
Exemption 

 様 式 １ 

 FORM ( )税 務 署 整 理 欄
For official use only

 

適用；有、無  

払 者 受 付  

支     印  
務 署 受 付  

税     印  

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 

( )配当に対する所得税の軽減・免除
Relief from Japanese Income Tax on Dividends

  

この届出書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director of                    Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article     ,para.      

 
２ 配当の支払を受ける者に関する事項； 

Details of Recipient of Dividends 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 個 人 の 場 合 

Individual 
国 籍 

Nationality  

本店又は主たる事務所の所在地 
Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

設 立 又 は 組 織 さ れ た 場 所 
Place where the Corporation was 
established or organized 

 

法人その他の 
団 体 の 場 合 
 
Corporation 
or other 
entity 事業が管理・支配されている場所 

Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

下記「４」の配当につき居住者として課税される
国、納税地（注８） 

Country where the recipient is taxable as resident 
on Dividends mentioned in 4 below and the place 
where he is to pay tax (Note 8) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

名 称 
Name  

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan 
 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”, explain: 事 業 の 内 容  

Details of Business  

 
３ 配当の支払者に関する事項； 

Details of Payer of Dividends 

  名 称 
Full name  

  本 店 の 所 在 地 
Place of head office 

（電話番号 Telephone Number） 
 

 

  発行済株式のうち議決権のある株式の数(注９) 
Number of voting shares issued (Note 9)  

 
４ 上記「３」の支払者から支払を受ける配当で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項（注10）； 

Details of Dividends received from the Payer to which the Convention mentioned in 1 above is applicable (Note 10) 

元 本 の 種 類 
Kind of Principal 

銘 柄 又 は 名 称 
Description 

名 義 人 の 氏 名 又 は 名 称 ( 注 1 1 )
Name of Nominee of Principal(Note 11) 

元 本 の 取 得 年 月 日
Date of Acquisition of Principal 

□出資・株式・基金 
 Shares (Stocks) 
□株式投資信託 
 Stock investment trust 

   

元 本 の 数 量 
Quantity of Principal 

左 の う ち 議 決 権 の あ る 株 式 数 
Of which Quantity of Voting Shares 

配 当 の 支 払 期 日
Due Date for Payment 

配 当 の 金 額
Amount of Dividends 

    

 
５ その他参考となるべき事項（注12）； 

Others (Note 12) 
 

□ 限度税率    ％ 
Applicable Tax Rate

□ 免  税 
Exemption 

 様 式 １ 

 FORM ( )税 務 署 整 理 欄
For official use only

 

適用；有、無 

払 者 受 付  

支     印  
務署 受 付  

税     印  



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 

( )利子に対する所得税の軽減・免除
Relief from Japanese Income Tax on Interest

  

この届出書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director,                     Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article     , para.      

 
２ 利子の支払を受ける者に関する事項；Details of Recipient of Interest 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

個 人 の 場 合 
 

Individual 国 籍 
Nationality  

本店又は主たる事務所の所在地 
Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

設 立 又 は 組 織 さ れ た 場 所 
Place where the Corporation was 
established or organized 

 

法人その他の 
団 体 の 場 合 
 
 
Corporation 
or other 
entity 

事業が管理・支配されている場所 
Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

下記「４」の利子につき居住者として課税される国
及び納税地(注８) 

Country where the recipient is taxable as resident 
on Interest mentioned in 4 below and the place 
where he is to pay tax (Note 8) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

名 称 
Name  

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan 
 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”, explain: 事 業 の 内 容 

Details of business  

 
３ 利子の支払者に関する事項；Details of Payer of Interest 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile (residence) or Place of head office (main 
office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 

 

名 称 
Name 

（事業の内容 Details of Business） 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan 
 
□有(Yes)   □無(No) 
  If “Yes”, explain: 

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Numb） 
 
 

 
４ 上記「３」の支払者から支払を受ける利子で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項（注９）； 

Details of Interest received from the Payer to which the Convention mentioned in 1 above is applicable (Note 9) 
○ 元本の種類: □ 公社債 □ 公社債投資信託 □ 預貯金、合同運用信託 □ 貸付金 □ その他
 Kind of principal:  Bonds and debentures  Bond investment trust  Deposits or Joint operation trust  Loans  Others

  債券に係る利子の場合；In case of Interest derived from securities 
債 券 の 銘 柄 

Description of Securities 
名義人の氏名又は名称（注10） 

Name of Nominee of Securities (Note 10) 
債 券の取得年月 

Date of Acquisition of Securities 

   

額 面 金 額 
Face Value of Securities 

債 券 の 数 量 
Quantity of Securities 

利 子の支払期日 
Due Date for Payment 

利 子 の 金 額 
Amount of Interest 

    

 
  債券以外のものに係る利子の場合：In case of other Interest 
支払の基因となった契約の内容 

  Content of Contract under  
  Which Interest is paid 

契約の締結年月日 
Date of Contract 

契 約 期 間 
Period of Contract 

元 本 の 金 額 
Amount of Principal

利子の支払期日 
Due Date for Payment

利 子 の 金 額 
Amount of Interest

      

適用；有、無  

□ 限度税率    ％ 
Applicable Tax Rate

□ 免  税 
Exemption 

 様 式 ２ 
 FORM  ( )税 務 署 整 理 欄

For official use only  

払 者 受 付  
支     印  

務 署 受 付  
税     印  

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 

( )利子に対する所得税の軽減・免除
Relief from Japanese Income Tax on Interest

  

この届出書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director of                    Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article     , para.      

 
２ 利子の支払を受ける者に関する事項；Details of Recipient of Interest 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

個 人 の 場 合 
 

Individual 国 籍 
Nationality  

本店又は主たる事務所の所在地 
Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

設 立 又 は 組 織 さ れ た 場 所 
Place where the Corporation was 
established or organized 

 

法人その他の 
団 体 の 場 合 
 
 
Corporation 
or other 
entity 

事業が管理・支配されている場所 
Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

下記「４」の利子につき居住者として課税される国
及び納税地(注８) 

Country where the recipient is taxable as resident 
on Interest mentioned in 4 below and the place 
where he is to pay tax (Note 8) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

名 称 
Name  

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan 
 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”, explain: 事 業 の 内 容 

Details of business  

 
３ 利子の支払者に関する事項；Details of Payer of Interest 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile (residence) or Place of head office (main 
office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 

 

名 称 
Name 

（事業の内容 Details of Business） 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan 
 
□有(Yes)   □無(No) 
  If “Yes”, explain: 

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Numb） 
 
 

 
４ 上記「３」の支払者から支払を受ける利子で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項（注９）； 

Details of Interest received from the Payer to which the Convention mentioned in 1 above is applicable (Note 9) 
○ 元本の種類: □ 公社債 □ 公社債投資信託 □ 預貯金、合同運用信託 □ 貸付金 □ その他
 Kind of principal:  Bonds and debentures  Bond investment trust  Deposits or Joint operation trust  Loans  Others

  債券に係る利子の場合；In case of Interest derived from securities 
債 券 の 銘 柄 

Description of Securities 
名義人の氏名又は名称（注10） 

Name of Nominee of Securities (Note 10) 
債券の取得年月 

Date of Acquisition of Securities 

   

額 面 金 額 
Face Value of Securities 

債 券 の 数 量 
Quantity of Securities 

利子の支払期日 
Due Date for Payment 

利 子 の 金 額 
Amount of Interest 

    

 
  債券以外のものに係る利子の場合：In case of other Interest 
支払の基因となった契約の内容 

  Content of Contract under  
  Which Interest is paid 

契約の締結年月日 
Date of Contract 

契 約 期 間 
Period of Contract 

元 本 の 金 額 
Amount of Principal

利子の支払期日 
Due Date for Payment

利 子 の 金 額 
Amount of Interest

      

適用；有、無  

□ 限度税率    ％ 
Applicable Tax Rate

□ 免  税 
Exemption 

 様 式 ２ 
 FORM  ( )税 務 署 整 理 欄

For official use only  

払 者 受 付  
支     印  

務 署 受 付  
税     印  



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 

( )使用料に対する所得税の軽減・免除
Relief from Japanese Income Tax on Royalties

  

この届出書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director,                     Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article     ,para.      

 
２ 使用料の支払を受ける者に関する事項； 

Details of Recipient of Royalties 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

個 人 の 場 合 
 

Individual 国 籍 
Nationality  

本店又は主たる事務所の所在地 
Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

設 立 又 は 組 織 さ れ た 場 所 
Place where the Corporation was 
established or organized 

 

法人その他の 
団 体 の 場 合 
 
 
Corporation 
or other 
entity 

事業が管理・支配されている場所 
Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

下記「４」の使用料につき居住者として課税される
国及び納税地(注８) 

Country where the recipient is taxable as resident 
on Royalties mentioned in 4 below and the place 
where he is to pay tax (Note 8) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

名 称 
Name  

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan 
 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”, explain: 事 業 の 内 容 

Details of Business  

 
３ 使用料の支払者に関する事項； 

Details of Payer of Royalties 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile (residence) or Place of head office (main 
office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 

 

名 称 
Name 

（事業の内容 Details of Business） 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan 
 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”, explain: 

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

 
４ 上記「３」の支払者から支払を受ける使用料で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項（注９）； 

Details of Royalties received from the Payer to which the Convention mentioned in 1 above is applicable (Note 9) 

使 用 料 の 内 容 
Description of Royalties 

契約の締結年月日 
Date of Contract 

契 約 期 間 
Period of Contract 

使用料の計算方法 
 Method of Computation
 for Royalties 

使用料の支払期日 
Due Date for Payment

使 用 料 の 金 額 
Amount of Royalties

      

 
５ その他参考となるべき事項（注10）； 

Others (Note 10) 
 

 
 

適用；有、無  

□ 限度税率    ％ 
Applicable Tax Rate

□ 免  税（注11） 
Exemption(Note 11)

 様 式 ３ 
 FORM ( )税 務 署 整 理 欄

For official use only  

払 者 受 付  
支     印  

務 署 受 付  
税     印  

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 

( )使用料に対する所得税の軽減・免除
Relief from Japanese Income Tax on Royalties

  

この届出書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director of                    Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article     ,para.      

 
２ 使用料の支払を受ける者に関する事項； 

Details of Recipient of Royalties 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

個 人 の 場 合 
 

Individual 国 籍 
Nationality  

本店又は主たる事務所の所在地 
Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

設 立 又 は 組 織 さ れ た 場 所 
Place where the Corporation was 
established or organized 

 

法人その他の 
団 体 の 場 合 
 
 
Corporation 
or other 
entity 

事業が管理・支配されている場所 
Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

下記「４」の使用料につき居住者として課税される
国及び納税地(注８) 

Country where the recipient is taxable as resident 
on Royalties mentioned in 4 below and the place 
where he is to pay tax (Note 8) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

名 称 
Name  

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan 
 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”, explain: 事 業 の 内 容 

Details of Business  

 
３ 使用料の支払者に関する事項； 

Details of Payer of Royalties 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile (residence) or Place of head office (main 
office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 

 

名 称 
Name 

（事業の内容 Details of Business） 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan 
 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”, explain: 

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

 
４ 上記「３」の支払者から支払を受ける使用料で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項（注９）； 

Details of Royalties received from the Payer to which the Convention mentioned in 1 above is applicable (Note 9) 

使 用 料 の 内 容 
Description of Royalties

契約の締結年月日 
Date of Contract

契 約 期 間 
Period of Contract 

使用料の計算方法 
 Method of Computation
 for Royalties 

使用料の支払期日 
Due Date for Payment

使 用 料 の 金 額 
Amount of Royalties

      

 
５ その他参考となるべき事項（注10）； 

Others (Note 10) 
 

 
 

適用；有、無  

□ 限度税率    ％ 
Applicable Tax Rate

□ 免  税（注11） 
Exemption(Note 11)

 様 式 ３ 
 FORM ( )税 務 署 整 理 欄

For official use only  

払 者 受 付  
支     印

務 署 受 付  
税     印



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 租 税 条 約 に 関 す る 申 請 書 
  APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 

  

外国預託証券に係る配当に対する所得税の源泉徴収の猶予
Extension of Time for Withholding of Tax on Dividends

with respect to Foreign Depositary Receipt
  

 この届出書の記載に当たっては、裏面の注意事項を参照してください。 
See instructions on the reverse side. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director,                     Tax Office 
 

名 称 
Full name  

  
 
外国預託証券の
受託者■■■■ 

 
Depositary 

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

名 称 
Full name 

 
 

  
上 記受託者の 
副受託者■■ 

Custodian to 
above mentioned 
Depositary 

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

名 称 
Full name    

 
配 当の支払者 

 
Payer of 

Dividends 

本店の所在地 
Place of 
head office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

  
  申請の対象となる配当の支払に係る基準日 
 
    Base date of payment of dividends for application purposes 

      年     月     日 
    mo.    day      yr. 
 
             .       .         

株 式 の 種 類 
Kind of Shares 

株 式 の 数 量 
Quantity of Shares 

登 録 所 有 者 数 
 Number of Registered
 Holders 

  
 
 
  外国預託証券に係る株式の明細 
 
 
    Description of the underlying shares of Foreign Depositary 

Receipt 

   

  外国預託証券の真実の所有者が受ける配当につき租税
条約の規定の適用がある株式 

 
  Shares yielding dividends to their beneficial owners 

to which the Convention is applicable 

 

  外国預託証券の真実の所有者が受ける配当につき租税
条約の規定の適用がない株式 

 
  Shares yielding dividends to their beneficial owners 

to which the Convention is not applicable 

 

 

の

株

式

の

内

訳 

B
re

ak
d
o
w
n
 o

f S
h
ares o

f (5
) 

  外国預託証券の真実の所有者が受ける配当につき租税
条約の規定の適用があるかどうかの調査を要する株式 

  Shares requiring investigation as to whether the 
Convention is applicable with respect to dividends 
there from to their beneficial owners 

 

  
  その他参考となるべき事項 
 
    Others 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 様 式 ４ 
 FORM ( )税 務 署 整 理 欄

For official use only  

適用；有、無 

払者 受 付  
支     印  

務 署 受 付  
税     印  

 私は、この申請書の「 」の外国預託証券に係る株式の配当につい
て、「 」の調査を行うため、「租税条約の実施に伴う所得税法、法人
税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令」第３条第
１項の規定の適用を受けたいので申請するとともに、この申請書の記載
事項が正確かつ完全であることを宣言します。 
 
 
        年    月    日 
Date                                  
     外国預託証券の受託者又は副受託者の署名 
     Signature of the Depositary or its Custodian 

  I hereby apply for the treatment mentioned in (8) above, provided 
in paragraph 1 of Article 3 of the Ministerial Ordinance for the 
Implementation of the Law concerning the Special Measures of the 
Income Tax Law, the Corporation Tax Law and the Local Tax Law 
for the Enforcement of Income Tax Conventions, with respect to 
Dividends payable on shares represented by the Foreign Depositary 
Receipts, and also hereby declare that the above statement is 
correct and complete to the best of my knowledge and belief. 

租 税 条 約 に 関 す る 申 請 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 
外国預託証券に係る配当に対する所得税の源泉徴収の猶予
Extension of Time for Withholding of Tax on Dividends

with respect to Foreign Depositary Receipt
  

この届出書の記載に当たっては、裏面の注意事項を参照してください。 
See instructions on the reverse side. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director of                    Tax Office 
 

名 称
Full name  

  
 
外国預託証券の
受託者■■■■ 

 
Depositary 

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

名 称
Full name 

 
 

  
上 記受 託者の 
副受託 者■■ 

Custodian to 
above mentioned
Depositary 

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

名 称
Full name  

  
 
配 当の 支払者 

 
Payer of 

Dividends 

本店の所在地 
Place of 
head office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

  
  申請の対象となる配当の支払に係る基準日 
 
    Base date of payment of dividends for application purposes 

      年     月     日 
    mo.    day      yr. 
 
             .       .         

株 式 の 種 類 
Kind of Shares 

株 式 の 数 量 
Quantity of Shares 

登 録 所 有 者 数 
 Number of Registered
 Holders 

  
 
 
  外国預託証券に係る株式の明細 
 
 
    Description of the underlying shares of Foreign Depositary 

Receipt 

   

  外国預託証券の真実の所有者が受ける配当につき租税
条約の規定の適用がある株式 

 
  Shares yielding dividends to their beneficial owners 

to which the Convention is applicable 

 

  外国預託証券の真実の所有者が受ける配当につき租税
条約の規定の適用がない株式 

 
  Shares yielding dividends to their beneficial owners 

to which the Convention is not applicable 

 

 

の

株

式

の

内

訳 

B
re

ak
d
o
w

n
 o

f S
h
are

s o
f (5

) 

  外国預託証券の真実の所有者が受ける配当につき租税
条約の規定の適用があるかどうかの調査を要する株式 

  Shares requiring investigation as to whether the 
Convention is applicable with respect to dividends 
there from to their beneficial owners 

 

  
  その他参考となるべき事項 
 
    Others 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 様 式 ４ 
 FORM ( )税 務 署 整 理 欄

For official use only  

適用；有、無  

払 者 受 付  
支     印

務 署 受 付  
税     印

 私は、この申請書の「 」の外国預託証券に係る株式の配当につい
て、「 」の調査を行うため、「租税条約の実施に伴う所得税法、法人
税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令」第３条第
１項の規定の適用を受けたいので申請するとともに、この申請書の記載
事項が正確かつ完全であることを宣言します。 
 
 
        年    月    日 
Date                                  
     外国預託証券の受託者又は副受託者の署名 
     Signature of the Depositary or its Custodian 

  I hereby apply for the treatment mentioned in (8) above, provided 
in paragraph 1 of Article 3 of the Ministerial Ordinance for the 
Implementation of the Law concerning the Special Measures of the 
Income Tax Law, the Corporation Tax Law and the Local Tax Law 
for the Enforcement of Income Tax Conventions, with respect to 
Dividends payable on shares represented by the Foreign Depositary 
Receipts, and also hereby declare that the above statement is 
correct and complete to the best of my knowledge and belief. 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 
外国預託証券に係る配当に対する所得税の軽減・免除

Relief from Japanese Income Tax on Dividends
with respect to Foreign Depositary Receipt   

   

この届出書の記載に当たっては、裏面の注意事項を参照してください。 
See instructions on the reverse side. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director,                     Tax Office 
 

名 称 
Full name  

  
 
外国預託証券の
受託者■■■■ 

 
Depositary 

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

名 称 
Full name 

 
 

  
上 記受託者の 
副受託者■■ 

Custodian to 
above mentioned 
Depositary 

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

名 称 
Full name  

  
 
配 当の支払者 

 
Payer of 

Dividends 

本店の所在地 
Place of 
head office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

  
  届出の対象となる配当の支払に係る基準日 
 
    Base date of payment of dividends for application purposes 

      年     月     日 
    mo.    day      yr.     . 
 
             .       .           

  届出の対象となる配当に係る租税条約に関する申請書（様式４）の提出年月日 
    Date of submission of FORM 4 with respect to Dividends mentioned in 
    column   

 

株 式 の 種 類 
Kind of Shares 

株 式 の 数 量 
Quantity of Shares 

登 録 所 有 者 数 
 Number of Registered
 Holders 

  
 
  「 」の申請書の「 」欄に記載した「外国預託証券の真実の

所有者が受ける配当につき租税条約の規定の適用があるかどう
かの調査を要する株式」の明細 

 
    Shares of   of FORM 4 (shares requiring investigation as 

to whether Convention is applicable with respect to 
dividends there from to their beneficial owners) 

   

  
  外国預託証券の真実の所有者が受ける配当につき租税

条約の規定の適用がある株式（裏面の２参照） 
 
    Shares yielding dividends to their beneficial  

owners to which the Convention is applicable 

  

 

の
株
式
に
つ
い
て
の
調
査
結
果 

 
 
F
in

d
in

g o
f in

ve
stigatio

n
 o

f
 
 
F
O

R
M

 4  

  
  外国預託証券の真実の所有者が受ける配当につき租税

条約の規定の適用がない株式 
 
    Shares yielding dividends to their beneficial  

owners to which the Convention is not applicable 

 

  
  その他参考となるべき事項 
 
    Others 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 様 式 ５ 
 FORM ( )税 務 署 整 理 欄

For official use only  

適用；有、無 

払者 受 付  
支     印  

務 署 受 付  
税     印  

 私は、さきに「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税
法の特例等に関する法律の施行に関する省令」第３条第１項の規定の適
用を申請した外国預託証券に係る株式の配当について、同条の第２項及
び第３項の規定により上記のとおり届け出るとともに、この届出書の記
載事項が正確かつ完全であることを宣言します。 
 
 
 
        年    月    日 
Date                                  
     外国預託証券の受託者又は副受託者の署名 
     Signature of the Depositary or its Custodian 

  I hereby submit this application form in accordance with 
paragraphs 2 and 3 of Article 3 of the Ministerial Ordinance for the 
Implementation of the Law concerning the Special Measures of the 
Income Tax Law, the Corporation Tax Law and the Local Tax Law 
for the Enforcement of Income Tax Conventions, with respect to 
Dividends mentioned in (6) above as to which I have submitted the 
FORM 4 according to paragraph 1 of the said Article, and also 
hereby declare that the above statement is Date correct and 
complete to the best of my knowledge and belief. 

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 
外国預託証券に係る配当に対する所得税の軽減・免除

Relief from Japanese Income Tax on Dividends
with respect to Foreign Depositary Receipt   

   

この届出書の記載に当たっては、裏面の注意事項を参照してください。 
See instructions on the reverse side. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director of                    Tax Office 
 

名 称 
Full name  

  
 
外国預託証券の
受託者■■■■ 

 
Depositary 

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

名 称 
Full name 

 
 

  
上記受託者の 
副受託者■■ 

Custodian to 
above mentioned 
Depositary 

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

名 称 
Full name  

  
 
配当の支払者 

 
Payer of 

Dividends 

本店の所在地 
Place of 
head office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

  
  届出の対象となる配当の支払に係る基準日 
 
    Base date of payment of dividends for application purposes 

      年     月     日 
    mo.    day      yr.     . 
 
             .       .           

  届出の対象となる配当に係る租税条約に関する申請書（様式４）の提出年月日 
    Date of submission of FORM 4 with respect to Dividends mentioned in 
    column   

 

株 式 の 種 類 
Kind of Shares 

株 式 の 数 量 
Quantity of Shares 

登 録 所 有 者 数 
 Number of Registered
 Holders 

  
 
  「 」の申請書の「 」欄に記載した「外国預託証券の真実の

所有者が受ける配当につき租税条約の規定の適用があるかどう
かの調査を要する株式」の明細 

 
    Shares of   of FORM 4 (shares requiring investigation as 

to whether Convention is applicable with respect to 
dividends there from to their beneficial owners) 

   

  
  外国預託証券の真実の所有者が受ける配当につき租税

条約の規定の適用がある株式（裏面の２参照） 
 
    Shares yielding dividends to their beneficial  

owners to which the Convention is applicable 

  

 

の
株
式
に
つ
い
て
の
調
査
結
果 
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  外国預託証券の真実の所有者が受ける配当につき租税

条約の規定の適用がない株式 
 
    Shares yielding dividends to their beneficial  

owners to which the Convention is not applicable 

 

  
  その他参考となるべき事項 
 
    Others 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 様 式 ５
 FORM ( )税 務 署 整 理 欄

For official use only  

適用；有、無 

払者 受 付  
支     印  

務署 受 付  
税     印  

 私は、さきに「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税
法の特例等に関する法律の施行に関する省令」第３条第１項の規定の適
用を申請した外国預託証券に係る株式の配当について、同条の第２項及
び第３項の規定により上記のとおり届け出るとともに、この届出書の記
載事項が正確かつ完全であることを宣言します。 
 
 
 
        年    月    日 
Date                                  
     外国預託証券の受託者又は副受託者の署名 
     Signature of the Depositary or its Custodian 

  I hereby submit this application form in accordance with 
paragraphs 2 and 3 of Article 3 of the Ministerial Ordinance for the 
Implementation of the Law concerning the Special Measures of the 
Income Tax Law, the Corporation Tax Law and the Local Tax Law 
for the Enforcement of Income Tax Conventions, with respect to 
Dividends mentioned in (6) above as to which I have submitted the 
FORM 4 according to paragraph 1 of the said Article, and also 
hereby declare that the above statement is Date correct and 
complete to the best of my knowledge and belief. 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 

人的役務提供事業の対価に対する所得税の免除
Relief from Japanese Income Tax on Remuneration
Derived from Rendering Personal Services           

  

この届出書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director,                     Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article     ,para.      

 
２ 対価の支払を受ける者に関する事項； 

Details of Recipient of Remuneration 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住 所 
 

Domicile 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

日 本 国 内 に お け る 居 所 
 

Residence in Japan 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

個 人 の 場 合 
 
 

Individual 
（国 籍 Nationality） 

 
 

（在留期間 Authorized Period of Stay）   （在留資格 Status of Residence） 
 
 

本店又は主たる事務所の所在地 
 

Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

設 立 又 は 組 織 さ れ た 場 所 
Place where the Corporation was 
established or organized 

 

法人その他の 
団 体 の 場 合 
 
 
Corporation 
or other 
entity 

事業が管理・支配されている場所 
Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

日本国内で人的役務提供事業を開始した年月日 
Date of opening business of rendering personal 
service 

 

下記「４」の対価につき居住者として課税される国
及び納税地(注８) 

Country where the recipient is taxable as resident 
on Remuneration mentioned in 4 below and the 
place where he is to pay tax (Note 8) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

名 称 
Name  

所 在 地 
 

Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan 
 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”, explain: 事 業 の 内 容 

Details of Business  

 
３ 対価の支払者に関する事項； 

Details of Payer of Remuneration 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile (residence) or Place of head office 
(main office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

名 称 
Name 

（事業の内容 Details of Business） 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan  
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”, explain: 

所 在 地 
 

Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

 
４ 上記「３」の支払者から支払を受ける人的役務提供事業の対価で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項（注９）； 

Details of Remuneration received from the Payer to which the Convention mentioned in 1 above is applicable (Note 9) 
提 供 す る 役 務 の 概 要 
Description of Services 
rendered 

役 務 提 供 期 間 
Period of Services 
rendered 

対 価 の 支 払 期 日 
 

Due Date for Payment 

対 価 の 支 払 方 法 
 

Method of Payment 

対 価 の 金 額 
 

Amount of Remuneration

     

 様 式 ６ 

 FORM ( )税 務 署 整 理 欄
For official use only

 

適用；有、無 

払 者 受 付  

支     印  
務 署 受 付  

税     印  

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 

人的役務提供事業の対価に対する所得税の免除
Relief from Japanese Income Tax on Remuneration
Derived from Rendering Personal Services           

  

この届出書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director of                    Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article     ,para.      

 
２ 対価の支払を受ける者に関する事項； 

Details of Recipient of Remuneration 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住 所 
 

Domicile 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

日 本 国 内 に お け る 居 所 
 

Residence in Japan 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

個 人 の 場 合 
 
 

Individual 
（国 籍 Nationality） 

 
 

（在留期間 Authorized Period of Stay）   （在留資格 Status of Residence） 
 
 

本店又は主たる事務所の所在地 
 

Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

設 立 又 は 組 織 さ れ た 場 所 
Place where the Corporation was 
established or organized 

 

法人その他の 
団 体 の 場 合 
 
 
Corporation 
or other 
entity 

事業が管理・支配されている場所 
Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

日本国内で人的役務提供事業を開始した年月日 
Date of opening business of rendering personal 
service 

 

下記「４」の対価につき居住者として課税される国
及び納税地(注８) 

Country where the recipient is taxable as resident 
on Remuneration mentioned in 4 below and the 
place where he is to pay tax (Note 8) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

名 称 
Name  

所 在 地 
 

Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan 
 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”, explain: 事 業 の 内 容 

Details of Business  

 
３ 対価の支払者に関する事項； 

Details of Payer of Remuneration 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile (residence) or Place of head office 
(main office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

名 称 
Name 

（事業の内容 Details of Business） 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan  
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”, explain: 

所 在 地 
 

Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

 
４ 上記「３」の支払者から支払を受ける人的役務提供事業の対価で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項（注９）； 

Details of Remuneration received from the Payer to which the Convention mentioned in 1 above is applicable (Note 9) 
提 供 す る 役 務 の 概 要
Description of Services 
rendered 

役 務 提 供 期 間
Period of Services 
rendered 

対 価 の 支 払 期 日 
 

Due Date for Payment 

対 価 の 支 払 方 法 
 

Method of Payment 

対 価 の 金 額 
 

Amount of Remuneration

     

 様 式 ６ 

 FORM ( )税 務 署 整 理 欄
For official use only

 

適用；有、無 

払 者 受 付  

支     印  
務 署 受 付  

税     印  



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 

自由職業者・芸能人・運動家・短期滞在者の報酬・給与に対する所得税の免除
Relief from Japanese Income Tax on Income Earned by(Professionals,)
(Entertainers, Sportsmen, or Temporary Visitors                           ) 

  

この届出書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director,                     Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article     ,para.      

 
２ 報酬・給与の支払を受ける者に関する事項； 

Details of Recipient of Salary or Remuneration 

氏 名 
Full name  

住 所 
 

Domicile 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

日 本 国 内 に お け る 居 所 
 

Residence in Japan 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

（国 籍 Nationality）  （入国年月日 Date of Entry）  （在留期間 Authorized Period of Stay）  （在留資格 Status of Residence） 
 
 
下記「４」の報酬・給与につき居住者として課税さ
れる国及び納税地(注６) 

Country where the recipient is taxable as resident 
on Salary or Remuneration mentioned in 4 below 
and the place where he is to pay tax (Note6) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

名 称 
Name  

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

自由職業者、芸能人又は運動家の場合
（ 短 期 滞 在 者 に 該 当 す る 者 を 除
く。）：日本国内の恒久的施設又は固
定的施設の状況 
In case of Professionals, Entertainers 
or Sportsmen (other than Temporary 
Visitors) : Permanent establishment 
or fixed base in Japan 

□有(Yes)  ,  □無(No) 
If “Yes”,explain: 

事業の内容 
Details of 
Business 

 

短期滞在者の場合：以前に日本国に滞在したことの
有無及び在留したことのある場合にはその入出国年
月日等 
In case of Temporary Visitors: Particulars on 
previous stay 
□有(Yes)  ,  □無(No) If “Yes”,explain: 

 （以前の入国年月日）     （以前の出国年月日）     （以前の在留資格） 
Date of Previous Entry     Date of Previous Departure   Previous Status Residence
 
 
 
 

 
３ 報酬・給与の支払者に関する事項； 

Details of Payer of Salary or Remuneration 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile (residence) or Place of head office (main 
office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 

 

名 称 
Name 

（事業の内容 Details of Business） 
 
 

日本国内の恒久的施設又は
固定的施設の状況 
Permanent establishment 
or fixed base in Japan 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”,explain: 

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

 
４ 上記「３」の支払者から支払を受ける報酬・給与で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項（注７）； 

Details of Salary or Remuneration received from the Payer to which the Convention mentioned in 1 above is applicable (Note 7) 
提供する役務の概要 
Description of 
Services performed 

役 務 提 供 期 間 
Period of Services 
performed 

報酬・給与の支払期日 
 
Due Date for Payment 

報酬・給与の支払方法 
Method of Payment of 
Salary, etc. 

報酬・給与の金額及び月額・年額の区分
Amount of Salary, etc. 

(per month, year) 

     

 
５ 上記「３」の支払者以外の者から日本国内における勤務又は人的役務の提供に関して支払を受ける報酬・給与に関する事項（注８）； 

Others Salaries or Remuneration paid by Persons other than 3 above for Personal Services performed in Japan (Note 8) 
 

 様 式 ７ 

 FORM ( )税 務 署 整 理 欄
For official use only

 

適用；有、無 

払 者 受 付  

支     印  
務 署 受 付  

税     印  

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 

自由職業者・芸能人・運動家・短期滞在者の報酬・給与に対する所得税の免除
Relief from Japanese Income Tax on Income Earned by(Professionals,)
(Entertainers, Sportsmen, or Temporary Visitors                           ) 

  

この届出書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director of                    Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article     ,para.      

 
２ 報酬・給与の支払を受ける者に関する事項； 

Details of Recipient of Salary or Remuneration 

氏 名 
Full name  

住 所 
 

Domicile 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

日 本 国 内 に お け る 居 所 
 

Residence in Japan 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

（国 籍 Nationality）  （入国年月日 Date of Entry）  （在留期間 Authorized Period of Stay）  （在留資格 Status of Residence） 
 
 
下記「４」の報酬・給与につき居住者として課税さ
れる国及び納税地(注６) 

Country where the recipient is taxable as resident 
on Salary or Remuneration mentioned in 4 below 
and the place where he is to pay tax (Note6) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

名 称 
Name  

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

自由職業者、芸能人又は運動家の場合
（ 短 期 滞 在 者 に 該 当 す る 者 を 除
く。）：日本国内の恒久的施設又は固
定的施設の状況 
In case of Professionals, Entertainers 
or Sportsmen (other than Temporary 
Visitors) : Permanent establishment 
or fixed base in Japan 

□有(Yes)  ,  □無(No) 
If “Yes”,explain: 

事業の内容 
Details of 
Business 

 

短期滞在者の場合：以前に日本国に滞在したことの
有無及び在留したことのある場合にはその入出国年
月日等 
In case of Temporary Visitors: Particulars on 
previous stay 
□有(Yes)  ,  □無(No) If “Yes”,explain: 

 （以前の入国年月日）     （以前の出国年月日）     （以前の在留資格） 
Date of Previous Entry     Date of Previous Departure   Previous Status Residence
 
 
 
 

 
３ 報酬・給与の支払者に関する事項； 

Details of Payer of Salary or Remuneration 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile (residence) or Place of head office (main 
office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 

 

名 称 
Name 

（事業の内容 Details of Business） 
 
 

日本国内の恒久的施設又は
固定的施設の状況 
Permanent establishment 
or fixed base in Japan 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”,explain: 

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

 
４ 上記「３」の支払者から支払を受ける報酬・給与で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項（注７）； 

Details of Salary or Remuneration received from the Payer to which the Convention mentioned in 1 above is applicable (Note 7) 
提供する役務の概要 
Description of 
Services performed 

役 務 提 供 期 間 
Period of Services 
performed 

報酬・給与の支払期日 
 
Due Date for Payment 

報酬・給与の支払方法 
Method of Payment of 
Salary, etc. 

報酬・給与の金額及び月額・年額の区分
Amount of Salary, etc. 

(per month, year) 

     

 
５ 上記「３」の支払者以外の者から日本国内における勤務又は人的役務の提供に関して支払を受ける報酬・給与に関する事項（注８）； 

Others Salaries or Remuneration paid by Persons other than 3 above for Personal Services performed in Japan (Note 8) 
 

 様 式 ７ 

 FORM ( )税 務 署 整 理 欄
For official use only

 

適用；有、無 

払 者 受 付  

支     印  
務 署 受 付  

税     印  



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 
教授等・留学生・事業等の修習者・交付金等の受領者の報酬・交付金等
に対する所得税の免除                      
(Relief from Japanese Income Tax on Remuneration, Grants, etc.,)
(Received by Professors, Students, or Business Apprentices       )

  

この届出書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

  
       税務署長殿 
To the District Director,                     Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article     ,para.      

 
２ 報酬・交付金等の支払を受ける者に関する事項； 

Details of Recipient of Remuneration, etc. 

氏 名 
Full name  

日 本 国 内 に お け る 住 所 又 は 居 所 
 

Domicile or residence in Japan 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

入 国 前 の 住 所 
 

Domicile before entry into Japan 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

（年齢 Age） （国籍 Nationality） （入国年月日 Date of Entry） （在留期間Authorized Period of Stay）  （在留資格Status of Residence） 
 
 

下記「４」の報酬・交付金等につき居住者として課
税される国及び納税地(注６) 

Country where the recipient is taxable as resident 
on Remuneration, etc., mentioned in 4 below and 
the place where he is to pay tax (Note 6) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

名 称 
 

Name 
 

日本国において教育若しくは研
究を行い又は在学し若しくは訓
練を受ける学校、事業所等 
School or place of business in 
Japan where the Recipient 
teaches, studies or is trained 

所 在 地 
 

Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

 
３ 報酬・交付金等の支払者に関する事項； 

Details of Payer of Remuneration, etc. 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile (residence) or Place of head office (main 
office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 

 
名 称 

 
Name 

（事業の内容 Details of Business） 
 
 

日本国内の恒久的施設又は
固定的施設の状況 
Permanent establishment 
or fixed base in Japan 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”,explain: 

所 在 地 
 

Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

 
４ 上記「３」の支払者から支払を受ける報酬・交付金等で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項； 

Details of Remuneration, etc., received from the Payer to which the Convention mentioned in 1 above is applicable 
所 得 の 種 類 

 
Kind of Income 

契 約 期 間 
 

Period of Contract 

報酬･交付金等の支払期日 
 

Due Date for Payment 

報酬･交付金等の支払方法 
Method of Payment of 
Remunerations, etc. 

報酬・交付金等の金額及び月額･年額の区分
Amount of Remunerations, etc. 

(per month, year). 

     

報酬・交付金等の支払を受ける者の資格及び提供する役務の内容 
 

Status of Recipient of Remuneration, etc., and the 
Description of Services rendered 

 

 
５ 上記「３」の支払者以外の者から日本国内における勤務又は人的役務の提供に関して支払を受ける報酬・給料に関する事項（注７）； 

Other Remuneration, etc., paid by Persons other than 3 above for Personal Services, etc., performed in Japan (Note 7) 
 

 様 式 ８ 
 FORM ( )税 務 署 整 理 欄

For official use only  

適用；有、無  

払 者 受 付  
支     印  

務 署 受 付  
税     印  

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 
教授等・留学生・事業等の修習者・交付金等の受領者の報酬・交付金等
に対する所得税の免除                      
(Relief from Japanese Income Tax on Remuneration, Grants, etc.,)
(Received by Professors, Students, or Business Apprentices       )

  

この届出書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

  
       税務署長殿 
To the District Director of                    Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article     ,para.      

 
２ 報酬・交付金等の支払を受ける者に関する事項； 

Details of Recipient of Remuneration, etc. 

氏 名 
Full name  

日 本 国 内 に お け る 住 所 又 は 居 所 
 

Domicile or residence in Japan 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

入 国 前 の 住 所 
 

Domicile before entry into Japan 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

（年齢 Age） （国籍 Nationality） （入国年月日 Date of Entry） （在留期間Authorized Period of Stay）  （在留資格Status of Residence） 
 
 

下記「４」の報酬・交付金等につき居住者として課
税される国及び納税地(注６) 

Country where the recipient is taxable as resident 
on Remuneration, etc., mentioned in 4 below and 
the place where he is to pay tax (Note 6) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

名 称 
 

Name 
 

日本国において教育若しくは研
究を行い又は在学し若しくは訓
練を受ける学校、事業所等 
School or place of business in 
Japan where the Recipient 
teaches, studies or is trained 

所 在 地 
 

Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

 
３ 報酬・交付金等の支払者に関する事項； 

Details of Payer of Remuneration, etc. 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile (residence) or Place of head office (main 
office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 

 
名 称 

 
Name 

（事業の内容 Details of Business） 
 
 

日本国内の恒久的施設又は
固定的施設の状況 
Permanent establishment 
or fixed base in Japan 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”,explain: 

所 在 地 
 

Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

 
４ 上記「３」の支払者から支払を受ける報酬・交付金等で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項； 

Details of Remuneration, etc., received from the Payer to which the Convention mentioned in 1 above is applicable 
所 得 の 種 類

 
Kind of Income 

契 約 期 間 
 

Period of Contract 

報酬･交付金等の支払期日 
 

Due Date for Payment 

報酬･交付金等の支払方法 
Method of Payment of 
Remunerations, etc. 

報酬・交付金等の金額及び月額･年額の区分
Amount of Remunerations, etc. 

(per month, year). 

     

報酬・交付金等の支払を受ける者の資格及び提供する役務の内容
 

Status of Recipient of Remuneration, etc., and the 
Description of Services rendered 

 

 
５ 上記「３」の支払者以外の者から日本国内における勤務又は人的役務の提供に関して支払を受ける報酬・給料に関する事項（注７）； 

Other Remuneration, etc., paid by Persons other than 3 above for Personal Services, etc., performed in Japan (Note 7) 
 

 様 式 ８ 
 FORM ( )税 務 署 整 理 欄

For official use only  

適用；有、無 

払 者 受 付  
支     印  

務 署 受 付  
税     印  



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 
退職年金・保険年金等に対する所得税の免除

Relief from Japanese Income Tax
(on Pensions, Annuities, etc.      )

  

この届出書の記載に当たっては、裏面の注意事項を参照してください。 
See instructions on the reverse side. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director,                     Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article     ,para.      

 
２ 年金等の支払を受ける者に関する事項； 

Details of Recipient of Pensions, etc. 

氏 名 
Full name 

（国籍 Nationality） 
 

住 所 又 は 居 所 
 

Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

下記「４」の年金等につき居住者として課税される
国及び納税地(注５) 

Country where the recipient is taxable as resident 
on Pensions, etc., mentioned in 4 below and the 
place where he is to pay tax (Note 5) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

 
３ 年金等の支払者に関する事項； 

Details of Payer of Pensions, etc. 

名 称 
Full name  

本 店 （ 主 た る 事 務 所 ） の 所 在 地 
 

Place of head office (main office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 

 

名 称 
Name 

（事業の内容 Details of Business） 
 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment 
in Japan 
 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”,explain: 

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

 
４ 上記「３」の支払者から支払を受ける年金等で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項； 

Details of Pensions, etc., received from the Payer to which the Convention mentioned in 1 above is applicable 

年 金 等 の 種 類 
Kind of Pensions, etc. 

支 払 回 数 
Frequency of Payments 

支 払 期 日 
Due Date for Payment 

支 払 方 法 
Method of Payment 

１ 回 の 支 払 金 額 
Amount of Each Payment

     

名 称 
Full name  

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

名 称 
Name  

退職年金の場合：年金等の
支払の基因となった日本国
内における過去の勤務に係
る雇用者 
 
In case of Pensions: 
Description of the 
employer for whom the 
past services in Japan 
giving rise to the 
Pension, was rendered 

日 本 国 内 の 
恒 久 的 施 設 
Permanent 
establishment 
in Japan 

所 在 地 
 

Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

保険年金の場合：年金の
支払の基因となった契約
の内容 
In case of Annuities: 
Particulars of contract 
under which the 
Annuities are paid 

（契約の締結年月日 Date of Contract） （契約金額 Amount contracted） （契約期間 Period of Contract） 
 
 
 
 
 
 

 
５ その他参考となるべき事項（注６）； 

Others (Note 6) 
 

 様 式 ９ 
 FORM ( )税 務 署 整 理 欄

For official use only  

適用；有、無  

払 者 受 付  
支     印  

務 署 受 付  
税     印  

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 
退職年金・保険年金等に対する所得税の免除

Relief from Japanese Income Tax
(on Pensions, Annuities, etc.      )

  

この届出書の記載に当たっては、裏面の注意事項を参照してください。 
See instructions on the reverse side. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director of                    Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article     ,para.      

 
２ 年金等の支払を受ける者に関する事項； 

Details of Recipient of Pensions, etc. 

氏 名 
Full name 

（国籍 Nationality） 
 

住 所 又 は 居 所 
 

Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

下記「４」の年金等につき居住者として課税される
国及び納税地(注５) 

Country where the recipient is taxable as resident 
on Pensions, etc., mentioned in 4 below and the 
place where he is to pay tax (Note 5) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

 
３ 年金等の支払者に関する事項； 

Details of Payer of Pensions, etc. 

名 称 
Full name  

本 店 （ 主 た る 事 務 所 ） の 所 在 地 
 

Place of head office (main office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 

 

名 称 
Name 

（事業の内容 Details of Business） 
 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment 
in Japan 
 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”,explain: 

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

 
４ 上記「３」の支払者から支払を受ける年金等で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項； 

Details of Pensions, etc., received from the Payer to which the Convention mentioned in 1 above is applicable 

年 金 等 の 種 類
Kind of Pensions, etc. 

支 払 回 数 
Frequency of Payments 

支 払 期 日 
Due Date for Payment 

支 払 方 法 
Method of Payment 

１ 回 の 支 払 金 額 
Amount of Each Payment

     

名 称 
Full name  

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

名 称 
Name  

退職年金の場合：年金等の
支払の基因となった日本国
内における過去の勤務に係
る雇用者 
 
In case of Pensions: 
Description of the 
employer for whom the 
past services in Japan 
giving rise to the 
Pension, was rendered 

日 本 国 内 の 
恒 久 的 施 設 
Permanent 
establishment 
in Japan 

所 在 地 
 

Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

保険年金の場合：年金の
支払の基因となった契約
の内容 
In case of Annuities: 
Particulars of contract 
under which the 
Annuities are paid 

（契約の締結年月日 Date of Contract） （契約金額 Amount contracted） （契約期間 Period of Contract） 
 
 
 
 
 
 

 
５ その他参考となるべき事項（注６）； 

Others (Note 6) 
 

 様 式 ９ 
 FORM ( )税 務 署 整 理 欄

For official use only  

適用；有、無  

払 者 受 付  
支     印  

務 署 受 付  
税     印  



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 
所得税法第161条第３号から第７号まで、第９号、第11号
又は第12号に掲げる所得に対する所得税の免除     

Relief from Japanese Income Tax on Not Expressly
Mentioned in the Income Tax Convention      

 

この届出書の記載に当たっては、裏面の注意事項を参照してください。 
See instructions on the reverse side. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director,                     Tax Office 
1  適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article     ,para.      

 
2  所得の支払を受ける者に関する事項； 

Details of Recipient of Income 

氏 名 又 は 名 称 
Full name 

 

住 所 又 は 居 所 
 

Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

個 人 の 場 合 
 
 
 

Individual 
国 籍 

Nationality 
 

本店又は主たる事務所の所在地 
 

Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

設 立 又 は 組 織 さ れ た 場 所 
Place where the Corporation was 
established or organized 

 

法人その他の 
団 体 の 場 合 
 
 
Corporation 
or other 
entity 

事業が管理・支配されている場所 
Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

下記「４」の所得につき居住者として課税される国
及び納税地(注６) 

Country where the recipient is taxable as resident 
on Income mentioned in 4 below and the place 
where he is to pay tax (Note 6) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

名 称 
Name 

 

所 在 地 
 

Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan 
 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”,explain: 事 業 の 内 容 

Details of Business  

 
3  所得の支払者に関する事項； 

Details of Payer of Income 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile（residence）or Place of head office（main 
office） 

（電話番号 Telephone Number） 
 

 

名 称 
Name 

（事業の内容 Details of Business） 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan 
 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”,explain: 

所 在 地 
 

Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

 
4  上記「３」の支払者から支払を受ける所得で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項； 

Details of Income received from the Payer to which the Income Tax Convention mentioned in 1 above is applicable 
所 得 の 種 類 
Kind of Income 

支払の基因となった契約等の概要 
Description of contract 

契約の締結年月日 
Date of Contract 

所 得 の 支 払 期 日 
Due Date for Payment

所得の支払方法 
Method of Payment

支 払 金 額 
Amount of Payment

      

 
5  その他参考となるべき事項（注７）； 

Others (Note 7) 
 

 

 様 式 10 
 FORM ( )税 務 署 整 理 欄

For official use only
  

適用；有、無  

払 者 受 付  
支     印  

務 署 受 付  
税     印  

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 
所得税法第161条第３号から第７号まで、第９号、第11号
又は第12号に掲げる所得に対する所得税の免除     

Relief from Japanese Income Tax on Not Expressly
Mentioned in the Income Tax Convention      

 

この届出書の記載に当たっては、裏面の注意事項を参照してください。 
See instructions on the reverse side. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director of                    Tax Office 
1  適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article     ,para.      

 
2  所得の支払を受ける者に関する事項； 

Details of Recipient of Income 

氏 名 又 は 名 称 
Full name 

 

住 所 又 は 居 所 
 

Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

個 人 の 場 合 
 
 
 

Individual 
国 籍 

Nationality 
 

本店又は主たる事務所の所在地 
 

Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

設 立 又 は 組 織 さ れ た 場 所 
Place where the Corporation was 
established or organized 

 

法人その他の 
団 体 の 場 合 
 
 
Corporation 
or other 
entity 

事業が管理・支配されている場所 
Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

下記「４」の所得につき居住者として課税される国
及び納税地(注６) 

Country where the recipient is taxable as resident 
on Income mentioned in 4 below and the place 
where he is to pay tax (Note 6) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

名 称 
Name 

 

所 在 地 
 

Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan 
 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”,explain: 事 業 の 内 容 

Details of Business  

 
3  所得の支払者に関する事項； 

Details of Payer of Income 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile（residence）or Place of head office（main
office） 

（電話番号 Telephone Number） 
 

 

名 称 
Name 

（事業の内容 Details of Business） 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan 
 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
 If “Yes”,explain:

所 在 地 
 

Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

 
4  上記「３」の支払者から支払を受ける所得で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項； 

Details of Income received from the Payer to which the Income Tax Convention mentioned in 1 above is applicable 
所 得 の 種 類 
Kind of Income 

支払の基因となった契約等の概要 
Description of contract 

契約の締結年月日 
Date of Contract 

所 得 の 支 払 期 日 
Due Date for Payment

所得の支払方法 
Method of Payment

支 払 金 額 
Amount of Payment

      

 
5  その他参考となるべき事項（注７）； 

Others (Note 7) 
 

 

 様 式 10 
 FORM ( )税 務 署 整 理 欄

For official use only
  

適用；有、無  

払 者 受 付  
支     印  

務 署 受 付  
税     印  



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書 
（割引債及び芸能人等の役務提供事業の対価に係るものを除く。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director of                    Tax Office 
1  還付の請求をする者（所得の支払を受ける者）に関する事項； 

Details of the Person claiming the Refund（Recipient of Income） 

氏 名 又 は 名 称(注５) 
Full name (Note 5) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile（residence）or Place of head office（main 
office） 

（電話番号 Telephone Number） 

 
2  還付請求金額に関する事項； 

Details of Refund 
  還付を請求する還付金の種類；（該当する下記の条項の□欄に 印を付してください（注６）｡） 

Kind of Refund claimed; （Check applicable block below（Note 6）.） 
 
 
 に掲げる還付金 

...................... Refund in accordance with 
 the relevant subparagraph 
 
 

 
  還付を請求する金額； 

Amount of Refund claimed  
 
 
  還付金の受領場所に関する希望；（該当する下記の□欄に 印を付してください。） 

Choice of place of receipt of the Refund； （Check applicable block below.） 
□日本国内で受領する。 ...................これに 印を付した場合は、次の欄にその受領を希望する場所を記入してください。 

Receive in Japan ..........................In this case, fill out the following blanks for the place of receipt of refund. 
A 預金口座に振込みを希望する場合 

If the Recipient prefers receiving via bank transfer 
 銀行 店 預金種類及び口座番号 口座名義人 
                              Bank                       Branch                 Account and Number              Name 

B 日本郵政公社の郵便貯金口座に振込みを希望する場合 
If the Recipient prefers receiving via ordinary Deposit transfer at the Japan Post 
 通 常 貯 金 の 記 号 番 号 口座名義人 
                           Account Number of ordinary Deposit                           Name 

C 郵便局窓口での受取りを希望する場合                    郵  便  局 
If the Recipient prefers receiving at the post office                         Post Office 

□日本国外で受領する。 ...................これに 印を付した場合は、還付を受ける者又はその代理人に直接送金します。 
Receive outside Japan ..................In this case, the refund will be made directly to the Recipient or his Agent. 

 
3  還付を請求する税額の源泉徴収をした所得の支払者に関する事項； 

Details of Payer who withheld the Income Tax to be refunded 
氏 名 又 は 名 称 

Full name 
 

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile（residence）or Place of head office（main 
office） 

（電話番号 Telephone Number） 

 
4  所得の支払者の証明事項； 

Items to be certified by the Payer 

  所 得 の 種 類 
 

Kind of Income 
 
 

  所得の支払期日 
 

Due Date for  
Payment 
 

  所得の支払金額 
 

Amount paid 
 
 

  の支払金額から
源泉徴収した税額 

 
Withholding Tax 
on   
 

  の税額の納付年
月日 

 
Date of Payment 
of   
 

 租税条約を適用し
た場合に源泉徴収
すべき税額 

Tax Amount to be
withheld under Tax 
Convention 

 還付を受けるべき
金額 
 

Amount to be 
refunded 
( － ) 

  
円 

yen
円 

yen  
円 

yen
円 

yen

       

       

       

上記の所得の支払金額につき、上記のとおり所得税を徴収し、納付したことを証明します。 
I hereby certify that the tax has been withheld and paid as shown above. 
 
       年    月    日   所得の支払者 
Date                                      Signature of Payer of Income                                                       印 

通 信
日付印 ・ ・ 

確認印  

還付金；有、無 

□第 1号（Subparagraph 1）

□第 3号（Subparagraph 3）

□第 7号（Subparagraph 7）

租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法
の特例等に関する法律の施行に関する省令第15条第１項
Ministerial Ordinance of the Implementation of 
the Law concerning the Special Measures of the 
Income Tax Law , the Corporation Tax Law and the
Local Tax Law for the Enforcement of Income Tax 
Conventions, paragraph 1 of Article15 

円 
￥ 

( )税 務 署 整 理 欄
For official use only   

 様 式 11 
 FORM 

払者 受 付  
支     印  

務署 受 付  
税     印  

APPLICATION FORM FOR REFUND OF THE OVERPAID WITHHOLDING TAX
OTHER THAN REDEMPTION OF SECURITIES AND REMUNERATION DERIVED
FROM RENDERING PERSONAL SERVICES EXERCISED BY AN ENTERTAINER
OR A SPORTSMAN IN ACCORDANCE WITH THE INCOME TAX CONVENTION
この還付請求書の記載に当たっては、裏面の注意事項を参照してください。 

See instructions on the reverse side. 

租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書 
（割引債及び芸能人等の役務提供事業の対価に係るものを除く。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director,                     Tax Office 
1  還付の請求をする者（所得の支払を受ける者）に関する事項； 

Details of the Person claiming the Refund（Recipient of Income） 

氏 名 又 は 名 称(注５) 
Full name (Note 5) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile（residence）or Place of head office（main 
office） 

（電話番号 Telephone Number） 

 
2  還付請求金額に関する事項； 

Details of Refund 
  還付を請求する還付金の種類；（該当する下記の条項の□欄に 印を付してください（注６）｡） 

Kind of Refund claimed; （Check applicable block below（Note 6）.） 
 
 
 に掲げる還付金 

.....................  Refund in accordance with 
 the relevant subparagraph 
 
 

 
  還付を請求する金額； 

Amount of Refund claimed  
 
 

  還付金の受領場所に関する希望；（該当する下記の□欄に 印を付してください。） 
Choice of place of receipt of the Refund； （Check applicable block below.） 
□日本国内で受領する。...................これに 印を付した場合は、次の欄にその受領を希望する場所を記入してください。 

Receive in Japan.......................... In this case, fill out the following blanks for the place of receipt of refund. 
A 預金口座に振込みを希望する場合 

If the Recipient prefers receiving via bank transfer 
 銀行 店 預金種類及び口座番号 口座名義人 
                              Bank                       Branch                 Account and Number              Name 

B ゆうちょ銀行の貯金口座に振込みを希望する場合 
If the Recipient prefers receiving via ordinary Deposit transfer at the Japan Post Bank  
 貯 金 口 座 の 記 号 番 号 口座名義人 
                           Account Number of ordinary Deposit                           Name 

C 郵便局等の窓口受取りを希望する場合                     
If the Recipient prefers receiving at the Japan Post Bank or the post office                          

□日本国外で受領する。...................これに 印を付した場合は、還付を受ける者又はその代理人に直接送金します。 
Receive outside Japan.................. In this case, the refund will be made directly to the Recipient or his Agent. 

 
3  還付を請求する税額の源泉徴収をした所得の支払者に関する事項； 

Details of Payer who withheld the Income Tax to be refunded 
氏 名 又 は 名 称 

Full name 
 

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile（residence）or Place of head office（main 
office） 

（電話番号 Telephone Number） 

 
4  所得の支払者の証明事項； 

Items to be certified by the Payer 

  所 得 の 種 類 
 

Kind of Income 
 
 

  所得の支払期日 
 

Due Date for  
Payment 
 

  所得の支払金額 
 

Amount paid 
 
 

  の支払金額から
源泉徴収した税額 
 

Withholding Tax 
on   
 

  の税額の納付年
月日 

 
Date of Payment 
of   
 

 租税条約を適用し
た場合に源泉徴収
すべき税額 

Tax Amount to be
withheld under Tax 
Convention 

 還付を受けるべき
金額 

 
Amount to be 
refunded 
( － ) 

  
円 

yen 
円 

yen  
円 

yen
円 

yen

       

       

       

上記の所得の支払金額につき、上記のとおり所得税を徴収し、納付したことを証明します。 
I hereby certify that the tax has been withheld and paid as shown above. 
 
       年    月    日   所得の支払者 
Date                                      Signature of Payer of Income                                                       印 

通 信
日付印 ・ ・ 

確認印  

還付金；有、無 

□第 1号（Subparagraph 1）

□第 3号（Subparagraph 3）

□第 7号（Subparagraph 7）

租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法
の特例等に関する法律の施行に関する省令第15条第１項
Ministerial Ordinance of the Implementation o f 
the Law concerning the Special Measures of the 
Income Tax Law , the Corporation Tax Law and the
Local Tax Law for the Enforcement of Income Tax 
Conventions, paragraph 1 of Article15 

円 
￥ 

( )税 務 署 整 理 欄
For official use only   

 様 式 11 
 FORM 

払者 受 付  
支     印  

務署 受 付  
税     印  

APPLICATION FORM FOR REFUND OF THE OVERPAID WITHHOLDING TAX
OTHER THAN REDEMPTION OF SECURITIES AND REMUNERATION DERIVED
FROM RENDERING PERSONAL SERVICES EXERCISED BY AN ENTERTAINER
OR A SPORTSMAN IN ACCORDANCE WITH THE INCOME TAX CONVENTION
この還付請求書の記載に当たっては、裏面の注意事項を参照してください。 

See instructions on the reverse side. 


